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第１章 調査基準に関する現状と課題

埋蔵文化財の保護を進める上において、遺跡の発掘調査は必要不可欠の措置で

あり、かつ、きわめて重大な意味をもっている。遺跡の多くは地下に埋蔵されており、

発掘調査を行うことなしにその内容を解明することはできないからである。

しかし、発掘調査は必然的に遺跡の解体・破壊を伴うという側面がある。そのため、

発掘調査は、国民共有の貴重な財産である埋蔵文化財について適切な方法を講じて

行う必要がある。群馬県では、埋蔵文化財の把握と周知、開発事業に伴う発掘調査の

取扱い等について「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について（通知）」（平

成 10 年 9 月 29 日付け庁保記第 75 号文化庁次長通知）を受けて、「群馬県埋蔵文化

財発掘調査取扱い基準（通知）」（平成 11 年 6 月 1 日付け文財第 226 号群馬県教育

委員会教育長通知）により埋蔵文化財発掘調査の対象となる時代と開発に伴う埋蔵

文化財の取扱いについての基準を示した。

埋蔵文化財の行政目的で行われる発掘調査は、１記録保存のための発掘調査、２

保存・活用のための発掘調査、３試掘・確認調査に分けられるが、本基準は、そうした

行政上行われる発掘調査を対象とするものである。

１ 記録保存のための発掘調査

（１）調査基準についての行政的位置付け
文化財保護法第 93 条及び第 94 条の規定により、周知の埋蔵文化財包蔵地内に

おいて工事を行う場合、事業者は、群馬県教育委員会教育長（「地方分権の推進を

図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成 11 年法律第 87 号）による。）に

届出又は通知を行う。

これに対し群馬県教育委員会教育長は、工事前に「埋蔵文化財の記録の作成の

ための発掘調査の実施その他の必要な事項」（［第93条］第2項）として指示又は勧

告（発掘調査・工事立会・慎重工事・その他）を行っている。

埋蔵文化財の現状保存を図ることができない場合には、「記録保存のための発

掘調査」を指示又は勧告する。指示又は勧告を受けた事業者は、県及び市町村に

委託し発掘調査が行われる。

県及び市町村等によって行われる「記録保存のための発掘調査」の具体的な方

法・内容は、従来、それを行う県及び市町村の判断に任されてきた。現状保存でき

ない埋蔵文化財は国民の文化的資産として後世に記録として残されなければなら

ない。そのため、発掘調査は、常に一定の質が確保される必要がある。

また、「記録保存のための発掘調査」の方法・内容は、経費の額や調査に要する

期間に直結するものである。その経費は原則として事業者の負担となることから、県

及び市町村によって方法と内容に大きな差異が生ずることは避けねばならない。

これらのことから、「記録保存のための発掘調査」について群馬県として一定の基

準が必要であると考え、これを作成する。
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（２）発掘調査の方法・内容に関する基準についての基本的な考え方
この基準は、「記録保存のための発掘調査」の基本理念や調査方法の原則を示し、

それに基づいた作業工程と、その目的・意義等の基本的事項を明らかにするもので

ある。なお、「記録保存のための発掘調査」の経費・期間を算定する際には、「群馬

県内における埋蔵文化財発掘調査の積算基準について」（平成 17 年 10 月 19 日付

け文第 705-1 号群馬県教育委員会教育長通知）を参照されたい。

２ 保存・活用のための発掘調査
この発掘調査は、「記録保存のための発掘調査」とは方法・内容が異なる。

「保存・活用のための発掘調査」には、重要な遺跡の保護を目指し、遺跡の内容や

範囲の把握、史跡の整備・活用、保存・管理上の必要な内容の把握等を行うための調

査等である。保存・活用の措置には、保存を目指して範囲・内容を確認する段階や、

保存が決定し、さらに整備活用の具体的方法を検討する段階等、さまざまな目的と内

容があり、それぞれ行うべき方法や作業の内容も異なる。

なお、史跡整備に伴う発掘調査については、「史跡等整備のてびき－保存と活用の

ために－」(平成 16 年 3 月 31 日史跡等整備の在り方に関する調査研究会編集、文化

庁文化財部記念物課発行）を参照されたい。

３ 試掘・確認調査
試掘・確認調査は、周知の埋蔵文化財包蔵地の適切な範囲の決定及び具体的な

開発事業と埋蔵文化財の調整に必要な資料を得るために実施される。

試掘・確認調査については、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について

（通知）」（平成 10 年 9 月 29 日付け庁保記第 75 号文化庁次長通知）に示された下記

の事項に留意する。

① 記録保存のための発掘調査に関して必要な事項を決定、算定するためには、

あらかじめ当該埋蔵文化財の範囲・性格・内容、遺構・遺物の密度、遺構面の数

と深さ等の状況を的確に把握しておくことが求められる。また、開発事業に対応し

て埋蔵文化財の所在地において盛土等を行うに際しても、一定の記録を残して

おくことが求められる。

② このため、それぞれの目的に応じて必要な知見や情報を得るために、十分な分

布調査や試掘調査（地表面の観察等からでは判断できない場合に行う埋蔵文化

財の有無を確認するための部分的な発掘調査）、確認調査（埋蔵文化財包蔵地

の範囲・性格・内容等の概要までを把握するための部分的な発掘調査）を行うこ

とが必要である。

③ 各地方公共団体においては、試掘・確認調査の重要性及び有効性を十分認識

し、これを埋蔵文化財の保護や開発事業との調整等の仕事の中に的確に位置

づけ、その十分な実施を確保できる職員の配置等の体制整備を図るとともに、よ

り効率的な試掘・確認調査のための方法の改良等に努める必要がある。

なお、開発事業が計画されている区域においてあらためて分布調査や試掘・確認調

査を行う場合は、事業者その他の関係者の十分な理解を得ておくことが必要である。
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第２章 記録保存のための発掘調査に関する基準

１ 記録保存のための発掘調査に関する基本的事項

（１）発掘調査の性格と内容
本発掘調査は、行政上の措置として記録保存のために行うものであり、県及び市町

村は、発掘調査の実施を適切に管理し、それに伴う記録類及び出土品について適切

に保管・活用を図る。出土品の取扱いについては、「出土品の取扱いに関する指針」

（平成 9 年 8 月 13 日付け文化庁長官裁定）及び「群馬県出土品取扱い要綱」（平成

14 年 10 月 28 日付け文第 605-1 号群馬県教育委員会教育長通知）及び「出土品のさ

らなる活用の検討結果について」（平成 18 年 12 月 20 日付け文第 757-7 号群馬県教

育委員会教育長通知）を参照されたい。

発掘調査は、①現地における発掘調査作業（以下「発掘作業」という。）、②調査記

録と出土品の整理作業から報告書作成までの作業（以下「整理等作業」という。）を経

て、③発掘調査報告書（以下「報告書」という。）の刊行に至る一連の作業によって完

了する。

（２）発掘調査に関する基本的事項
発掘調査は、調査目的に対して今日の考古学等の水準を踏まえた上で、必要な作

業を、問題意識をもって実施する。調査に当たっては、発掘作業から整理等作業に至

るまで、遺跡に関する有用な情報の記録を可能な限り客観的で正確かつ必要十分な

形で後世に残さなければならない。

（３）発掘調査の工程と調査体制
発掘調査は、発掘作業から報告書刊行に至る合理的な進行体系と、個々の仕事の

作業量等を見極めて策定した計画のもとで、適切な順序により進める。

特に「記録保存のための発掘調査」においては、遺跡の内容や規模に応じた適正

な経費と期間を踏まえて、遺構調査やその記録作成、あるいは遺物の実測等の時間

や手間を要する工程に比重を置く等、全工程を見通してﾊﾞﾗﾝｽのとれた作業配分で

進める（「群馬県内における埋蔵文化財発掘調査の積算基準」平成 17 年 10 月 19 日

文第 705-1 号）。そのために、各工程の目的・意義や作業内容とそれに要する作業の

質及び量の程度等は、各担当者が十分に理解してこれに当たる。

調査の各工程と作業は、内容的に一定の水準を保ったものでなくてはならない。そ

のため、発掘調査を担当する者は、「埋蔵文化財の発掘調査に関する事務の改善に

ついて（通知）」（平成 12 年 11 月 17 日付け庁保記第 236 号文化庁長官通知）に基づ

き、「大学等で考古学を専攻するなど、発掘調査に関する知識を有しており、発掘調

査の現場経験が実質で１年以上あり、発掘調査報告書を作成する能力を有しているも

の」（「群馬県埋蔵文化財事務取扱い要綱」平成 15 年 3 月 31 日付け文第 821-1 号、

平成 17 年 12 月 1 日付け文第 731-1 号群馬県教育委員会教育長通知）でなければ

ならない。本基準に基づいた作業を行う上でもこの要件は不可欠であり、発掘担当者

は資質の向上に努める。
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さらに、発掘調査を円滑に進めるためには、調査全体の進行及び安全管理、経費・

施設・人員等の確保のための適切な体制作りを組織的に行う。

（４）調査手法の開発・改良
発掘調査の手法は、関連分野の機器や用具の技術開発により、日々進展している。

とりわけ進展が著しい技術はﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術である。測量による記録図作成や､報告書の

作成､報告の媒体､公開･活用等において､すでに適宜取入れられているところである。

今後､さらに各分野における技術の進展により、調査やその成果の公開･活用にあらた

な手法の開発･改良を行う。

２ 発掘作業（別紙１）

（１）発掘作業の基本方針
（ア）遺跡の種類・立地に対応した発掘作業

発掘作業は、遺跡の解体・破壊を伴うものである。したがって調査後の分析、検討に

有用な情報を細心の注意をはらって確認・把握し、記録する。

遺跡はその種類や立地環境によって一様ではない。集落遺跡と古墳や水田跡では

作業方法が異なるし、台地上や低湿地等立地による遺構検出面数の違いや、出土品

には脆弱な土器や有機質物など注意をはらわねばならないもの等々の差異がある。

また、火山噴出物が良好に堆積する遺跡では、降灰時の旧地表面をとどめることか

ら、通常は遺存しない遺構や生活環境等の情報をもたらす。このような遺跡の種類・立

地の差異に対応できるような、発掘作業を行う。

（イ）発掘作業方法の適切な選択

発掘作業における各工程の作業は、同じ比重をもっているわけではない。遺跡の本

質的な構成要素である遺構と遺物の所在と、それらの有機的な関連を明らかにするこ

とが重要であり、それに関連した工程に重点を置き行う。

その上で、各工程内の作業については、期待される成果と作業に要する労力を勘

案して、最も有効かつ効率的な方法を選択し適用する。

（ウ）目的に即した作業の実施

発掘作業における各工程の作業は、その趣旨や目的を正しく認識し行う。選択した

作業方法によって得られる結果が、発掘調査全体の中で後の作業や最終の成果にど

のように生かせるかを考え、必要な作業の実施に努める。

（エ）客観性と正確さの確保

学術的な活用にも供しうる成果をあげる発掘作業とするためには、その水準を一定

の高さに保ち、後の検証に耐えうるように正確で客観的に実施する。そのため、層位

の把握や遺構の重複関係の確認等の工程にとどまらず、発掘作業計画の立案の段

階から日々の進行、発掘成果の検討に至るまで、複数の担当者で検証する等、正確

さと客観性を保つ。
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やむをえず１人の担当者で発掘作業を行う場合においては、過程の要所において

第三者の検証を受ける等の配慮を行う。

（オ）的確な記録・資料の作成

発掘作業の各工程においては、確認した事実や得られた成果の記録を適切に残す。

単に記録が詳細であればいいというものではなく、後の整理や分析及び報告書作成

に有効で無駄のない記録とするために、最善の方法で行う。

（２）発掘作業の工程とその内容
発掘作業の基本的な工程・内容を大別すると、（ア）発掘の前段階の作業、（イ）表土

等及び遺物包含層の掘削、（ウ）遺構調査、（エ）理化学的分析・日常管理等となる。こ

のうち（エ）の作業は（ア）から（ウ）の作業と並行して行われる。

（ア）発掘前段階の作業

試掘・確認調査等の知見と周辺地域におけるこれまでの調査成果に基づき、発掘

調査の範囲・工程等の計画を決定するとともに、具体的な発掘の方法について検討

する。

（イ）表土等及び遺物包含層の掘削

調査の主目的である遺構を検出するために、表土及び遺物包含層（以下「包含層」

という。）上面までの土（「表土等」という。）、さらに包含層について土壌とその内容や

性格を遺物の出土状況等から的確に見極めながら効率的に掘削する。

遺跡における掘削の具体的な方法は、そこに包含された遺物の取上げとその出土

状況の記録に関する取扱い方法とに密接に関連するものであり、包含される遺物の性

格・意味に応じた適切な方法を選択し行う。

（ウ）遺構調査

遺構調査は、発掘作業の中核をなす工程であり、十分な時間を充てて慎重に作業

する必要がある。遺構に関しては、調査によってその機能や性格、構築法や時期、補

修・改変を含む使用状況、廃棄の時期や状況・過程等を解明することが求められる。

そのためには、形状・規模や構造等及び遺構内の埋土（覆土）の基本層位と各土層の

あり方及び遺物の包含状況を正しく把握することが重要である。

（エ）理化学的分析・日常管理等

「理化学的分析」

遺跡の性格を総合的に明らかにするため、土壌や遺物について適切なｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを

実施し､理化学的分析を行う｡本分析では､考古学的手法とは異なるさまざまな結果が

得られ､大きな成果が期待できる｡しかし、その実施方法・内容については、充分に吟

味し行う。

「日常管理」

発掘調査全般を安全かつ確実に実施するためには、調査活動全体の日常的な管

理が重要である。発掘作業においては、進行状況を客観的な形で残すために、日誌
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や写真により作業進行の記録を残す。日々の成果と課題を整理することにより、以後

の調査を円滑に進めることができ、後の検討及び追跡のための資料ともなる。

安全対策は、発掘作業の全工程にわたって必須である。発掘作業はその性格上、

常に土砂崩壊、感電、高所からの転落等の危険を伴う。そのため、労働安全衛生法等

に基づいた安全基準を遵守して、事故のないように配慮し行う。

なお、適当な時期に現地説明会等を行って発掘調査成果の公開・普及に努めること

も重要である。

３ 整理等作業（別紙２）

（１）整理等作業の基本方針
（ア）作業対象の選択と作業の実施

整理等作業は、発掘作業によって作成された記録と出土した遺物について、考古学

の手法を中心に既往の学術的な成果を踏まえ整理、分析し、最終的には遺跡の内容

をまとめた報告書の作成を目的として行うものである。

さらに、遺跡に関する基本的な資料である記録類と出土品を将来にわたって保管し、

公開と活用を図ることに備えるための作業でもある。

整理等作業は、報告書に掲載する資料をどれだけ選択するかによって作業量が大

きく変動する。その選択には、考古学的な知見・手法に基づき適切に行う。

特に、遺跡を理解する上で重要な資料である遺物に関する整理等の作業は多大な

作業量を要する。その接合・実測・復元等、中核をなす作業は専門的な知識と熟練し

た技術が不可欠である。

各作業工程の目的や意義を正しく認識して作業を進める。

（イ）作業の担当者

整理等作業は、発掘作業についての情報・成果を正確に把握している発掘担当者

が行うことが望ましい。特に、図面や写真の確認・点検等を行う「調査記録の基礎整

理」は、原則として発掘担当者が行う。

ただし、一定の水準を確保し、内容に応じて効率よく作業を進める上では、必要に応

じて発掘担当者以外の者の協力を得ることが効果的である。

作業対象についての分類・選択に際しては、複数の担当者が関わる等、客観性を確

保するための体制が必要である。

（ウ）作業の実施時期

発掘調査の結果を正確に報告書に反映させるためには、発掘作業についての認

識・記憶が確実で鮮明なうちに整理等作業に着手し、報告書を可能な限り早く作成す

る。また、調査成果を迅速に公開する。

報告書は、発掘作業終了後おおむね３年以内に刊行することを原則とする。このこと

を考慮し、整理等作業を計画的に行う。

なお、「調査記録の基礎整理」は、発掘作業と並行して行うことにより、遺構等との照

合が的確に行われる。また、出土品の洗浄等も発掘作業と並行して行うことにより、種
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類や時期等の情報が得られ、発掘調査作業を進める上で大いに参考になる。

（２）整理等作業の工程とその内容
整理等作業の基本的な工程・内容を大別すると、（ア）記録類と遺構の整理、（イ）出

土品の整理、（ウ）調査成果の検討、（エ）報告書作成作業、（オ）保管・活用に備えた

作業となる。基本的には（ア）による遺構と（イ）による出土品の整理検討を受けて、

（ウ）で両者をあわせた総合的な検討を行い、（エ）の報告書の作成に至る。ただし、こ

れらの各工程の作業は必ずしもすべてが明瞭に区別されて、順番に行われるもので

はない。

（ア）記録類と遺構の整理

記録類の整理の工程は、主として遺構に関する調査記録の整理、検討等を行うもの

であり、①調査記録の基礎整理、②遺構ﾃﾞｰﾀの整理・集約、③遺構の検討の工程が

ある。

（イ）出土品の整理

出土品の整理の基本的な作業工程としては、①洗浄・乾燥・注記、②接合、③復元、

④実測、⑤出土品全体の検討、⑥写真撮影、⑦理化学的分析、⑧保存処理等があ

る。

出土品は、遺跡や遺構の時期や性格等を示す重要な資料である。その出土状況

は、遺構の埋没過程、一括遺物の器種構成等や、共伴遺物の時期や性格等を示すこ

ともある。また、単独でも編年や地域性等を示す資料としての価値がある。

出土品を客観的に示す方法としては、実測図・写真・拓本等の二次元的な表現に、

文章や属性表等を加えて説明するのが原則である。実測図は、最も多くの情報を表

現することのできる基本となる手法である。写真は、実測図では表現できない出土品

の質感や量感、製作技法、遺存状況等を示すために有効である。拓本は、凹凸のあ

る文様や製作技法を墨の濃淡によって簡便に表すのに適している。それぞれの特性

に応じたものを選択し、これらを組み合わせて、総合的に出土品の全容を正しく示す

必要がある。作業を進める上で、出土品の出土量や種類ごとの比率等全体の傾向に

ついて正確に把握し、それぞれの工程において作業の対象とすべきものを適切に選

択することが基本である。

担当者は、各作業を作業員や業者に委託して行う場合、成果品が適切に完成して

いるかどうかを確認する。

出土品写真撮影は、実測図では表現できない出土品の質感や量感、製作技法、遺

存状況等を示すために、報告書に掲載するための作業である。すべての出土品を撮

影する必要はなく、原則として、写真を報告書に掲載するものを対象として行う。 

（ウ）調査成果の総合的検討

発掘調査の成果を報告書にまとめるために、「（ア）記録類と遺構の整理③遺構の検

討」と「（イ）出土品の整理④出土品全体の検討」の検討成果をあわせて、あらためて

総合的に検討する工程である。これにより、報告書の「調査の方法と成果」に記述する

個別の遺構・遺物についての基本的内容がまとめられる。その上で考古学上の研究

成果を踏まえつつ、必要に応じて周辺の遺跡の情報も収集する等して、遺跡全体の
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構造や性格、時期的な変遷や展開過程、さらには地域における歴史的位置付け等、

報告書の「総括」につながるような総合的検討を行う。

（エ）報告書作成作業

印刷物としての報告書の形にまとめるための作業である。報告書作成の基本的な作

業は、①文章作成､②ﾄﾚｰｽ･版下作成､③割付･編集､④印刷等である｡記録保存のた

めの発掘調査にあっては､報告書の内容の如何によって発掘調査そのものの成否が

左右されることをしっかり認識して各作業を進める｡

（オ）保管・活用に備えた作業

発掘調査で作成された記録類及び整理等作業で作成された資料類や出土品は、そ

の遺跡を理解し、活用するために重要な資料である。そのためにも将来にわたって保

存・活用していく必要がある。これらの資料等は、遺跡が所在する県及び市町村で確

実に保管し、必要に応じて希望者が利用できる状態にしておく。

これらの記録・資料や出土品は、文化財の普及・活用活動等を通じて積極的に公開

する。そして、県民が埋蔵文化財を通して、地域の歴史についての理解を深めるととも

に、学術研究上の資料として活用される。

記録類や出土品の保管・管理については、「出土品の取扱いについて」（平成 9 年 8

月 13 日付け庁保記第 182 号次長通知）に基づき、県では「群馬県出土品取扱い要

綱」（平成 14 年 10 月 28 日付け文第 605-1 号群馬県教育委員会教育長通知）を策定

した。また、「埋蔵文化財の発掘調査に係る出土品・記録類の適切な保管・管理につ

いて」（平成 15 年 1 月 20 日付け 14 財記念第 107 号文化庁文化財部記念物課長通

知）や「出土品の保管について」（平成 15 年 10 月 30 日付け 15 財記念第 49 号文化

庁文化財部記念物課長通知）の通知がある。また、県では「出土品のさらなる活用の

検討結果について」（平成 18 年 12 月 20 日付け文第 757-7 号群馬県教育委員会教

育長通知）があり、参照されたい。

４ 発掘調査報告書（別紙３）

（１）報告書の意義
報告書は、現状保存を図ることができなかった埋蔵文化財に代わって、後世に残す

記録のうち最も中心的なもので、発掘調査の成果を周知し活用できるようにするもので

ある。内容は行政的に講じた措置の記録と、学術的な成果の記録からなる。

したがって、報告書は、発掘作業から整理等作業によって得られた情報を的確に収

録したものでなければならない。また、将来にわたってこれを活用する場合のために理

解しやすいものとする。

その作成に際しては、事実及び所見の記述と図面・写真等の資料を体系的・合理的

に構成し、利用しやすいものとなるよう細心の注意をもって当たる。

（２）記載に当たっての留意事項
報告書の作成に当たっては、遺跡を理解する上で、掲載する遺構や出土品の実測
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図等を選択する。報告すべき事項、表現する文章、掲載する資料等について、全般

にわたって調査組織全体で綿密な検討を行い、当該遺跡に関する情報を、的確かつ

簡潔に表すよう努める。

また、個々の遺構や遺構相互の関係、層位関係、遺構と出土品の関係等について、

総体的に矛盾のないように整合した説明を行う。その説明と図や写真等が検索しやす

く、使いやすいものとなるようにする。常に利用者側の立場で理解しやすい構成・表現

を工夫する。特に、調査面積が大規模で遺構・出土品が膨大に検出されたため、報告

書に記載すべき事項が多い場合等でも、必要な情報を簡潔にまとめるよう努める。

なお、報告書は、文章による記述が主要な部分を占める。文章は、客観的事実と担

当者の所見を体系的・論理的に表現し、理解しやすい明解な表現を心がける。

（３）記載事項とその内容
報告書は、前文と本文とからなり、本文に掲載する基本的項目は、①経過、②遺跡

の位置と環境、③調査の方法と成果、④理化学的分析、⑤総括、⑥写真図版、⑦報

告書抄録等がある。④の理化学的分析は必要な場合に加わるものである。

（４）体裁
報告書は、現状保存できなかった遺跡の内容を示す唯一の記録刊行物であることか

ら、長期間にわたって保存が可能な印刷方法、製本方法、紙質等を適切に選択する

必要がある。ただし、過剰に華美な体裁のものとすることは避ける。

（５）刊行
現状保存できなかった遺跡の記録を、広く活用できるようにするために、報告書は印

刷物として複数作成され、広く配布し、所要の場所において保管・公開される必要が

ある。このことは、行政における情報公開にも資するものである。現在、発掘調査成果

の公表は、報告書の刊行と配布によって行われている。

報告書の刊行は、発掘調査単位で行うのが一般的であるが、すべて遺跡ごとに刊行

する必要はない。報告書の刊行部数は、報告書の活用の観点から必要と判断される

数とする。群馬県では、「群馬県内における埋蔵文化財発掘調査の積算基準につい

て（通知）」（平成 17 年 10 月 19 日付け文第 705-1 号群馬県教育委員会教育長通知）

で、下記(6)の活用から「報告書作成部数を 500 部とするように努める。しかし、各機関

の状況や各市町村内の遺跡の状況、さらにこれまでの経緯により、配布先については

各機関で決定する。」とする。また、国庫補助事業においては、「埋蔵文化財関係補助

事業の申請・実績報告について」（平成 2 年度記念物課所管補助金事務等担当者会

議、平成 2 年 5 月 30 日）及び「埋蔵文化財関係補助事業の執行にかかわる留意事

項」（平成 3 年度記念物保護行政担当者会議、平成 3 年 11 月 29 日）において、「報

告書の刊行部数は 300 部以内を原則とする。300 部を超える場合は増刷の理由と、配

布ﾘｽﾄを交付申請書に添えて提出すること。」としている。

報告書の刊行は、発掘調査の完了を意味する。このことから、調査成果は可能な限

りすみやかに公表する。発掘作業終了後、おおむね３年以内に報告書を刊行する必

要がある。発掘作業が長期にわたる場合、あるいは整理等作業が長期に及ぶ場合等、
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やむをえない事情により３年以内に刊行できない場合は、概報（報告書の刊行に先立

ち、主に遺構に関する事項を中心に調査成果の概要を記した刊行物。後に報告書が

刊行されることを前提に刊行するもの。）の刊行や、調査の概要を調査機関の年報に

掲載する等の措置を執る。

（６）保管・活用
報告書は、調査対象遺跡の所在する県及び市町村において、保管し活用に供する。

したがって、県及び市町村は、自ら刊行した報告書のほかに、管内で行われた発掘調

査に係る報告書を将来にわたって確実に保管するとともに、自らの刊行した報告書に

ついては、関係の県及び市町村・文化財関係調査機関・図書館・博物館・大学等へ

配布し、発掘調査の成果を広く共有し、活用できるような措置を講ずる。当該報告書に

係る遺跡の所在地においては、地域の図書館、博物館、公民館等に重点的に配布し、

地域住民が利用しやすいよう配慮することが望ましい。このことは、県及び市町村以外

の調査組織が行った発掘調査の報告書についても同様である。県及び市町村は、報

告書の入手・保管・配布等の指導、その他の措置を執る。

また、報告書の配布を受けた機関は、確実に保管し、かつ、利用希望者に公開でき

るように管理する。

報告書は、発掘調査の結果を客観的に記録したものではあるが、内容は専門的な

部分もある。このことから、県および市町村は、出土品や関係資料の展示、講演会等

を積極的に実施し、埋蔵文化財の価値、発掘調査の意義等に関する理解の向上に

努める。また、住民向けのわかりやすいﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや概説書等の普及資料の作成等に

も考慮する。

なお、全国の発掘調査の成果や概要、報告書の刊行状況等を把握する手段として、

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所が公開しているﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽがある。
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第３章 保存・活用のための発掘調査に関する基準

１ 保存・活用のための発掘調査に関する基本的事項
この発掘調査は、歴史的な位置付けと価値を明確にして遺跡を保存・活用していく

上での基礎資料を得ることを目的として実施される。この発掘調査の対象となる遺跡

は、通常、国や県・市町村あるいは地域にとって歴史上、学術上の価値が非常に高く、

将来の人々にとっても貴重な財産であり、将来に向かって保護していく必要のある遺

跡である。

保存・活用のための発掘調査に求められる最も重要な基本原則は、遺跡を可能な限

り残し、将来における検証を担保することを考慮し保存することである。その上で、発

掘調査を行うに際して明確な目的意識を持ち、その時点でとりうる最上の体制と手法

によって、十分な計画と準備を整えて行う。

このような観点から、調査計画の策定、調査の実施、調査結果の評価等を適切に行

うために、専門家・学識経験者を構成員とする指導委員会を設け、その意見を聴くこと

が必要である。また、学術的、行政的に指導・支援する県や国との連携も不可欠であ

る。

保存・活用のための発掘調査でも、調査の結果得られた成果の記録と報告書の刊

行は必要である。整理等作業、発掘調査報告書の刊行までの手順を確実に実施す

る。

２ 発掘作業
（１）発掘作業の基本方針

調査で確認すべき事項は、その調査の目的によって異なるが、通常以下の内容であ

る。

① 遺跡の所在確認は、遺構を反映した起伏や出土品の散布等によって地表面の

観察により把握できる場合と、地表面からは把握できない場合がある。発掘調査

によらないで所在確認が可能な場合は、できる限りそれによるべきである。所在だ

けではなく範囲・内容の確認においても、地表面に現れている情報はきわめて重

要である。

② 遺跡の範囲確認は、試掘溝等による調査を要する場合が多い。試掘溝の位置

等については、現地形の把握や出土品の散布状況、周辺地域におけるこれまで

の調査成果を参考にし、目的達成のために必要で、最も効果的なものとなるよう

周到に検討する。

③ 遺跡の内容把握は、遺構を確認し、出土品の出土状況、時期・内容等をあわせ

て見極めながら解釈・判断することになる。しかし、調査の目的や遺跡の種類等

に応じて調査の範囲や方法は多様である。そのためにも、綿密な計画と調査作

業の的確な進行管理が必要である。

（ア）遺跡の状況に応じた調査方法

調査は、遺跡の種類、性格や状況、調査の進行段階等それぞれの時点で把握しな

ければならない情報を総合的に勘案し、最適の範囲と内容で行う。
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調査対象となる遺跡は、おおむね以下のような点に留意して調査を進める。

①すでに史跡に指定されて法的な保護を受けている遺跡

この遺跡は法的な保護下にあり、発掘調査自体が重大な現状変更に当たる。

遺跡の内容や性格と中核をなす主要な遺構がすでに明らかになっており、重要

性が定まっているものが多い。

調査を要する場合の目的としては、ａ）整備によって保存と活用を図るため、ｂ）

管理上の施策の決定や見直し等のため、ｃ）さらなる内容確認のため等がある。そ

のためには、遺跡の保存に十分に留意し、既往の調査成果と、これから把握しな

ければならない知見等を整理し、明確な目的を設定した上で所要の範囲につい

て調査を行う必要がある。

②史跡指定を目指し、重要遺跡として確認調査を要する遺跡

この遺跡は、遺跡の内容等がある程度明らかになっているもので、重要性は史

跡に準ずる。

保護すべき範囲の決定、価値の確認等は必須であり、調査に関しては、遺跡の

保存に十分に配慮しながら調査を行う。

③重要な遺構等を一部発見したものの、遺跡の内容や価値付けが不明で、将来的

な保護のために内容確認を要する遺跡

この遺跡は、必要に応じて上記①、②に比べてある程度広範囲を対象とした調

査を実施し、遺跡の範囲と内容、主要な遺構の配置、年代等を把握しなければ

ならない。それらの要請に応じた計画のもとに合理的な調査を行う。

④記録保存のための発掘調査を始めたものの、重要性が判明して保存・活用調査

に転換した遺跡

この遺跡のその後の調査は、保存・活用のための発掘調査に切り換え、上記

②に従った調査を行わなければならない。

（イ）遺跡と遺構の内容に対応した調査方法

検出される遺構にはさまざまなものが想定される。そこで、その内容に応じて最も適

切な調査方法を選択する。

古墳の埋葬施設等、その遺跡の中核となる重要な遺構、あるいは類例が少なく今後

の発見もあまり期待できない重要な遺構については、発掘調査そのものがその遺跡の

最も重要な核心部分を解体することとなるので、豪華な副葬品の出土や顕著な発見を

期待して安易に発掘を行うことは慎まなければならない。

集落遺跡における竪穴住居等のように普遍的な遺構については、調査目的を考慮

した上で発掘の対象を限定し行う。

古代の官衙や寺院等、遺構の配置や構造について一定の規則性が知られている

遺跡については、全面的ではなく所要の箇所のみを発掘することによって目的を達成

することが多いので、過剰な調査にならないようにする等の配慮を行う。

また、旧石器時代遺跡や、捨て場、窯跡の灰原等、明確な掘り込みをもたず、完掘

すると失われてしまう遺跡や遺構は、発掘区を慎重に定め、調査によって必要以上の

範囲を破壊しないように留意する。

なお、発掘調査が多年度にわたり継続的に行われる遺跡では、具体的な発掘調査

の方法、遺構の取扱い等に関する指針を定めておくことが望ましい。
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（ウ）整備に伴う調査

遺跡を整備し、保存と活用を図るための資料と知見を得る目的で行う調査の場合に

は、遺構を立体復元するか、あるいは平面表示にとどめるかといった整備の内容と手

法によって必要とする情報が異なる。そのため、あらかじめ目指している整備の目的に

即した調査の範囲や内容等を選択する。なお、整備事業の中に、城郭の石垣等の修

理のように、遺跡の本質的価値の保存上、遺構そのものの全面的な解体と徹底した調

査が必要になる場合もある。

（エ）遺跡の保存

いずれの調査の場合においても、検出した遺構の掘削は最小限にとどめ、遺構の埋

土を含め、後に再検証が可能な状態を保持しておく。また、遺構面が複数ある場合に、

どの面が遺跡の本質的な価値をもち、保護を要するものであるかを正しく判断する。上

層が主要な遺構面である場合は、上層の遺構の保存を図るため、下層への掘り下げ

は行わないことが原則である。主要な遺構面の上層の遺構についても、その内容に応

じて保存に配慮する。

また、調査中は遺構が損傷しないようにｼｰﾄで覆う等の保護措置を施す。当然、遺構

の保護に悪影響を与える気象条件の時期は、調査を避ける。また、調査後の埋め戻し

は速やかに行う。

遺構を構成する出土品は、可能な限り取り上げないで現状で保存する。しかし、脆

弱で保存処理が必要な出土品や重要な出土品については、取り上げるかどうか検討

する。取り上げる場合はその方法や保存措置について、遺跡と出土品の状況を判断

した上で慎重に決定する。

（オ）調査の公開と普及

保存・活用のための発掘調査の対象となる遺跡の性格上、発掘調査の成果を公開・

普及することが重要であり、報告書の刊行だけでなく、現地説明会や調査成果の報告

会等の開催、成果をわかりやすくまとめたﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや概説書の作成等を行う。

（２）調査の方法等
保存・活用のための発掘調査においては、記録保存のための発掘調査の場合と異

なり、対象となる遺跡の状況や調査の目的は多様である。求められる方法もそれに従

って変わることになる。実際の調査に当たっては遺跡の状況を正しく判断し、適切な方

法を選択する。

（ア）事前調査、計画、発掘区の設定

保存・活用のための発掘調査は、調査組織が主体性をもって一連の作業を進めな

ければならない。そのためには、事前の準備と調査計画の策定が重要である。

発掘調査に着手する前に、まず、対象となる遺跡に関するこれまでのあらゆる情報を

十分に把握・整理し、その時点で欠けているものが何か、それをどこまで解明するかと

いう明確な目的を定める。 
遺跡の範囲や遺構のある程度の分布等を把握するためには、現地踏査が有効であ

る。古墳や城館等は、地表面の観察で遺構の把握が可能であり、出土品の散布状況
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から遺跡の存在や範囲、時期等をある程度把握できる場合が多い。このほかﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

棒による探索や物理探査が有効な場合があり、状況に応じてこれらの手法を選択する

ことも考えられる。

その上で、目的を達成するために必要な調査の範囲・内容・方法等を盛り込んだ計

画を策定する。その場合、発掘調査が遺跡に与える影響と予想される成果とを勘案し

て最も適切な範囲と方法を選択し、整理等作業や報告書刊行、遺跡の整備と活用ま

でを視野に入れた全体計画や年次計画等を策定する。

発掘区は、事前に策定した調査計画と調査目的に応じて適切な範囲で設定しなけ

ればならない。調査範囲が広いほど、あるいは遺跡の中核部を調査するほど得られる

成果も相対的に大きくなるのは当然である。しかし、保存・活用のための発掘調査は、

あくまでも目的とする課題を解明するために必要な限度での調査であることを忘れて

はならない。必要とされる最小限の調査をもとに、その成果と従前の調査成果、他の類

例、それらを総合した広い視点での分析研究等によって遺跡の全体像を的確に判断

し、目的とする成果を得るように努める。 

（イ）表土等及び包含層の掘削

発掘区の基本的な土層を把握した後に、それに基づいて表土等と包含層をそれぞ

れ順次掘削する。遺構検出の工程に至るまでの包含層掘削と出土品の取上げについ

ても、記録保存のための発掘調査において求められる効率性の観点だけではなく、慎

重さも必要である。遺構面まで掘削した後の土層観察用ﾍﾞﾙﾄは原則として保存する。

（ウ）遺構調査

保存・活用のための発掘調査において、遺構の調査は最も重要な工程である。遺構

の状況や配置、あるいは年代等が遺跡の重要性と価値付けを左右する場合が多いた

め、特に入念に行う。 
①遺構検出

遺構の検出に当たっては、その結果が遺跡の価値付け等を大きく左右するた

め、特に入念に行う。 
②遺構掘削

記録保存のための発掘調査の場合とは基本的に目的と手法が異なることを十

分認識して当たる。 
遺構の埋土は重複関係や堆積状況あるいは遺構の性格等を示すものであ

り、これを完掘してしまえば再検証することが不可能となることから、埋土を残す

ことがきわめて重要である。

検出した遺構については、調査の目的や掘削の進行段階及び遺構の種別

に応じ、遺構面の平面検出のみで止めるか、さらに掘り下げるかを慎重に判断

する。掘り下げる場合も、遺構内の埋土をできる限り保存することに留意する。

たとえば掘立柱建物の柱穴は、柱痕跡や柱抜取穴及び深さ、あるいは重複関

係の確認等の目的で必要な場合についてのみ断割りを行うこととし、その場合

も、完掘はせず埋土の保存に留意する。

なお、計画段階での予想を越える重要な、あるいは多量の遺構や出土品が

出土した場合等、事前に想定した状況と大きく異なる事態が現出した場合には、
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調査を中断して計画を検討しなおす等の対応をとることも重要である。

③遺構の保護措置

遺構を保護するため、調査後はすみやかに埋め戻す必要がある。埋め戻し

は検出した遺構面の上を一定の厚さの砂等で覆い、不透水層を作らないよう

にして、遺構を保護するとともに将来の再発掘に備えて掘削が及んだ面を明

確に識別できるようにする。

３ 整理等作業
（１）整理等作業の基本方針

保存・活用のための発掘調査にあっても、必要な期間と経費を確保した上で迅速か

つ確実な整理等作業と報告書刊行が必要である。基本方針は「記録保存のための発

掘調査」に準ずるが、重要な遺跡を対象とすることから、入念に作業を行う。 
また、記録類と出土品は確実に保管し、積極的に活用を図る。 

（２）整理等作業の工程とその内容
（ア）出土品の整理

出土品の整理に当たっては、遺跡や遺構の埋土を完掘していない場合があるため、

出土品が本来埋蔵されているものすべてではないということを認識した上で、より少な

い情報から全体を判断する。

出土品の復元は、重要な遺跡の基礎資料として展示・公開する機会も多いため、適

切な対象を選んで実施する。

（イ）調査成果の総合的な検討

調査の目的に即して、当該年度の調査成果が遺跡全体の中でどのように位置付け

られるか等や、それまでの成果のまとめと今後の課題を整理する。

特に遺跡の性格や価値付けに関わる点に関し、重点的に検討を行う。また、同一の

遺跡を継続して調査する場合も多いことから、単年度の調査のまとめに止まらず、成

果の総合的な検討を行い、成果と今後の課題を整理した上で以後の調査計画をあら

ためて策定する。

４ 発掘調査報告書
（１）基本方針

保存・活用のための発掘調査においても、報告書の刊行までを視野に入れた事前

の計画の策定が重要である。刊行の時期は、「記録保存のための発掘調査」に準ずる。

特に遺跡の整備に伴う調査は、通常、整備内容を計画するための資料を得る目的で

行われるものである。しかし、復元を含めた整備の根拠となる発掘調査の情報を十分

に分析・検討した上でその成果をまとめ、公開する。このことから、整備事業は、報告

書を刊行した後に実施することが原則である。

ただし、やむをえず発掘と整備事業を並行して実施する場合は、報告書刊行前で

あることを十分認識し、事業対象の一定区画ごとの調査成果をまとめて、それに基づ

いて整備計画を立案するという基本的な進め方は、確保する。
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（２）報告書の内容

その遺跡を調査することになった経緯と当該調査の行政上、学術上の具体的な目的

と意義、それに応じた調査方法、そしてその結果得られた調査成果、そこから導かれ

る遺跡の評価、重要性まで含めて記載する。

また、遺構をどの程度まで掘削したかの記載も必要である。「総括」では、過去の調

査成果と当該調査により得られた成果による遺跡の総合的な評価を中心に記述する。

その際、過去の発掘区の位置や規模及びそこで検出された主な遺構をあわせ表示す

る等して、常に遺跡全体を俯瞰して成果をまとめることが重要である。

また、同一の遺跡を継続して調査する場合は、必要に応じて過去の調査での出土

品を掲載したり、成果の再検討を行ったりすることも必要である。継続的な調査の場合、

年次ごとの概報は必須のものであり、報告書は一定期間内のうちで調査成果がある程

度まとまった段階で刊行する必要がある。
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別紙１

記録保存のための発掘調査に関する基準

２ 発掘作業
（２）発掘作業の工程とその内容（基準 p．４）
（ア）発掘前段階の作業

①現地踏査・掘削前地形測量

作業方針と留意事項

○予備調査として現地踏査を行い､遺構の概略､残存状況やおよその年代を把握す

る｡ 
○地下に埋没する遺構･遺物の状況を、地表から把握できる物理探査も土壌により

有効である｡

○周辺の地形を示す地形図として､都市計画図(1/2,500)や､工事図面(1/500～

1/10,000)等､活用できるものもある｡その場合は､地下遺構を反映した地形の微妙

な起伏や､土地の区画等の必要な情報の有無を確認し､必要に応じて適宜補足

測量する｡

○古墳の墳丘や城館跡の土塁や堀等､地表面が遺構の形状を反映していると考え

られる場合は､地形図の作成が必須である｡場合によっては､調査地を含めた周辺

の地形の状況がわかる範囲について作成する｡

○等高線は､遺跡の地形の特徴を客観的に示すことができる程度の精度で記録す

る｡ 
主な成果品

○遺跡位置図 (1/10,000～25,000 地形図･都市計画図等に位置を表示｡)

○物理探査成果等(成果簿､図面(委託調査等) )

○表土掘削前測量図･地形図

(1/200～1/500､等高線は 0.5～1m､工事図面等で代用可)

○表土掘削前遺跡全景写真（必要に応じて空中写真）

②測量基準点の設置

作業方針と留意事項

○将来にわたって、発掘区の位置を示すために、以下の方策を執ることが望まれ

る。 
・発掘区の正確な位置を記録するために､基準となる座標系に基づいた実測図を作

成する｡そのため､実測基準点を設置するための測量原点を確保する｡

・測量原点は 3～4 級程度の精度のものとし､発掘区付近にない場合はあらたに打設

する｡

・測量業者や事業者に依頼して打設する場合もあるが､行政機関が設置している各

種の基準点で要件を備えたものを測量原点として活用することもできる｡

・実測基準点は発掘作業の全期間を通じて設置し､ｸﾞﾘｯﾄﾞの設定や遺構の実測等に

使用するもので､正確なものを発掘区近辺に設置する｡

・基準となる座標系は､平成 15 年 4 月から測量原点を世界測地系座標で表示する｡
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主な成果品

○基準点･水準点測量成果(3～4 級)

③発掘区 ・ｸﾞﾘｯﾄﾞの設定

作業方針と留意事項

○ｸﾞﾘｯﾄﾞは基準となる座標系に沿って設定することを基本とする｡

○ｸﾞﾘｯﾄﾞの大きさは 2m･4m･5m･10m が一般的な単位である｡遺跡の状況にもよるが､

同一地域では同じ基準に基づくのが望ましい｡発掘区内には､ｸﾞﾘｯﾄﾞ杭を打設す

る｡ 
主な成果品

○調査区配置図(1/200～1/500)

○地区割図( 1/200～1/500 )

（イ）表土等及び出土品包含層の掘削

①表土等の掘削

作業方針と留意事項

○試掘･確認調査等の成果を参考にして､適宜ｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを設定する等して遺跡の基

本層序を確認し､包含層上面を面的に的確に捉える｡包含層の厚さや範囲等の所

在状況を正しく把握してから作業にかかり､包含層を誤って重機で掘削してしまっ

たり､重機掘削すべき表土等を厚く残して後の作業効率が落ちたりしないようにす

る｡ 
○原則として､第 1 遺構面の包含層上面近くまでは重機による掘削とし､その後､人

力による掘削､精査を行って､包含層上面を検出する｡窯跡等､表土層に大量の出

土品を含む場合には､それが遺構を強く反映するものであるため､人力による掘削

を行って遺物を取り上げる｡

○降下火山噴出物層や洪水層直下の旧地表面は重要な情報を含む可能性が高い

ので､旧地表面を傷つけることのないよう慎重に行う必要がある｡

○出土品は遺構との関係が不明確であり､詳細な出土位置の記録等は必要でない｡

○遺構面が重複し､その間に無遺物層をはさむ場合､無遺物層は表土等と同じ取扱

いをする｡

主な成果品

○調査区基本土層図( 1/20)

○調査区基本土層写真

○状況写真 (複数方向)

②遺物包含層の掘削

作業方針と留意事項

○遺物包含層の掘削においては､遺構との関係の強弱に応じた方法を選択し､包含

される遺物の取扱い方に差をもたせる等の工夫が必要である｡

○発掘区の基本層序を認識するため､発掘区内に適宜土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定す

る｡その後､発掘区壁面や土層観察用ﾍﾞﾙﾄ沿いにｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを掘削し､層序の確認
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を行う｡一次的包含層か二次的包含層かを､遺物の時期､形状や土質等に注意し

て見極める｡

○出土品の取上げ方法と出土位置の記録方法は、掘削方法の選択と密接に関連し

ており､ｸﾞﾘｯﾄﾞごとの層位単位で取り上げる方法や､出土状況の実測を行う方法が

ある｡

○出土品をｸﾞﾘｯﾄﾞごとの層位単位で取り上げる方法は､二次的包含層掘削に用いら

れる｡掘削には、スコップ・ジョレン等の用具を使用する｡

○出土品を 2～5m 単位のｸﾞﾘｯﾄﾞで､層位単位に取り上げる方法は､一次的包含層掘

削時に用いられる｡

○掘削には、スコップ・ジョレン又は移植ゴテ等の用具を使用する｡本来の位置に近

いと考えられ､出土状況に重要な情報が認められる場合は､さらに小単位のｸﾞﾘｯﾄﾞ

による取上げや､ﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟの作成､あるいは出土状況の実測を行うこともある｡

○出土地点の位置と標高を層位図にそのまま投影しても､層位は必ずしもそのまま

対応するものではないため､位置を記録する場合でもあわせて層位を記録する｡

○一次的包含層と認識しているものの中に､掘り込まれた遺構の最上部や当時の生

活面である旧地表面が含まれていることもある｡下層の遺構との関連が想定される

遺物集中区は､遺構に準じて取り扱う等､状況に応じた対応を行う｡ 
○ﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ作成に関しては､単なる位置記録のみではなく､遺跡を理解するために

そのﾃﾞｰﾀをどのように利用できるかの意義付けを認識しながら行う必要がある｡

○写真は､重要度に応じた記録方法を採る｡ 
主な成果品

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)・出土状況図(土器溜まり等)(1/10～1/20)

○遺物出土状況写真(複数方向)

（ウ）遺構調査

①遺構検出

作業方針と留意事項

○遺跡を構成する主たる要素である遺構の所在を明らかにするために行う､基礎的

かつ重要な工程である｡この工程の成否が､発掘調査の成果に密接に関わるもの

で､技術と経験が求められる｡遺構の存在そのものを見落とさないようにしながら､

慎重に実施することが肝要である｡

○遺構面を的確に把握した後､ジョレン・移植ゴテ等の用具で遺構面を削る等して精

査する｡

○土壌の色調･質･硬さ･混入物等を慎重に見極めながら､遺構の所在を把握し､そ

の規模･平面形態等を明らかにする｡さらに､埋土の状況や遺構の配置状況､それ

に伴う出土品等にも注意をはらい､遺構の性格や時期を推定する｡

○降下火山噴出物や洪水層直下の旧地表面は重要な情報を含む可能性が高いの

で､通常の遺構面以上に慎重に扱う必要がある｡

○重複関係が認められる場合､土の性質の差により可能な限り平面で新旧関係を確

認する｡竪穴住居では改築を行っていることがあるのでその痕跡を見落とさないよ

う注意を要する｡

○遺構を検出した後は､遺構配置略図を作成した上で､遺構の規模や発掘区内で
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の配置あるいは相互の関係等を明確にして作業を進める｡検出した遺構には適

宜遺構番号を付け､遺構配置略図にも番号を記入する｡

主な成果品

○遺構検出状況平面図(1/20～1/100)・遺構配置略図(1/100 程度)

○遺構検出状況写真(複数方向)

②遺構掘削

作業方針と留意事項

○発掘作業において､｢遺構調査｣の工程は遺構の詳細な状況や年代等を明らかに

するための最も重要な工程であり､全工程の中でも十分な時間を充て慎重に作業

する必要がある｡遺構内の出土品は最も有意な情報をもつため､出土状況に留意

しつつ慎重に掘り下げる｡

○遺構の掘削は､漫然と上層から出土品を検出しながら掘り下げるのではなく､解明

すべき点を意識しながら､一定の見通しをもって適切な方法により行わなければな

らない｡

○遺構上面の平面的な観察を入念に行うほか､適宜ﾄﾚﾝﾁを設定する等して断面か

ら、そのあり方を把握することも有効である｡

○土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設け､さらにｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを設定する等して､埋土の堆積状況や遺

物の包含状況を的確に見極めながら､基本層位を確認する｡基本層位は､各土層

が自然堆積か人為的埋め土かを見極める。それにより､具体的な掘削方法と出土

品の取扱い方法､さらにその手順についての見通しが得られる｡

○重複関係がある場合は相互の関係がわかる形で土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､新し

い方の遺構から掘削して出土品を分別する｡

○掘削は､出土品の記録及び取上げと並行して行うこともあり､それと密接に関連す

る埋土の基本層位と遺物の包含状況等については､あらかじめある程度把握して

おく必要がある｡

○掘削は､把握された埋土の基本層位ごとに､遺物の出土状況に留意しつつ､小型

用具により慎重に行わなければならない｡

○出土品はすぐに取り上げず､遺構内の小地区ごとに層位単位の一括､出土品を埋

土とともに柱状に残す等､出土状況によって資料的価値を正しく判断し､その価値

に応じてﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟの作成等記録方法を選択する必要がある｡

○出土品は､遺構の構築から廃絶まで、及び遺構の構築以前や廃絶後のどの段階

のものかを的確に判断し､出土状況に特別な意味が認められない限り､基本層位

と遺構内の小地区ごとの一括で取り上げることを基本とする｡

○なお､玉類･種子類等の微細な出土品等が予想される場合においては､遺構内の

小地区ごとの埋土を取り上げて､その洗浄を行って出土品等を採取することもあ

る｡ 
主な成果品

○各種平面・断面図（1/10～1/20）

○遺物出土位置記録（遺物台帳等）1/10～1/20

○遺物出土状況平面・断面図 （1/20）

○遺物出土状況写真 (複数方向)
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③遺構の記録

作業方針と留意事項

○記録保存のための発掘調査において､遺構完掘時の記録は重要な成果品であ

り､かつ基本資料であるため､必要な情報が十分表現された正確な記録を実測

図・写真等で作成する｡

○実測は、必要な情報を取捨選択して図面に的確に表現するという技術が必要な

ため､十分な技術を持った者が行わなければならない｡そして最終的には遺構の

状況を熟知した担当者が点検を行う必要がある｡実測の方法には遣り方を組んで

の人手による測量､平板測量､ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ等を用いたﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ化､空撮図化

等の方法があり正確さを保証でき、迅速化を確保できる適切な方法を採用する｡

○平板測量は、小範囲の実測には有効で､状況に応じて活用する｡空撮図化は、校

正を担当者が確実に行う必要があり､図化に十分反映しきれない遺構の細部は人

手による測量をする｡

○遺構調査の過程及びその完掘後に実測と写真撮影を行い､客観的かつ正確な記

録として図面(実測図)と写真を残す｡図面は、寸法を正確に示すことができ､対象

を選択して必要なものだけを表現することができる。写真は、寸法を正確に表現

できないが､画面内のものはすべて記録され､記録者の主観が入り込むことが少な

いという特徴がある｡

○実測には各種の方式があるが､それぞれの特性や利点､欠点を十分認識し､遺構

の特徴を的確に表現できる方法を採用する必要がある｡写真は遺跡の状況､性格

や遺構の特徴を十分表現し､精緻な情報を記録した､後世の使用と保存に耐えう

るものを撮影する必要がある｡

○写真は、遺跡や出土品の最も克明な記録を保存する手段の一つである｡多量の

情報を正確､簡便に記録できるという利点があるが､使用する器材､ﾌｲﾙﾑの差によ

り､成果品の品質に著しい差が生じる｡そのため重要なものについては､文化財に

ついての精緻な情報を記録し保存できるよう､その時点で採用しうる最善の方法で

優れた記録を残すことが肝要である｡大型もしくは中型のｶﾒﾗを使用し､記録できる

情報量はｶﾗｰ写真が優れているが､保存性を考慮して銀塩の白黒写真での撮影

することが望ましい｡なお､現像に当たっては不適切な処理を行うと保存性が低下

するため､適正な処理を行う｡また､写真に関するﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術は急速に進歩してお

り､用途によっては効果的に使用することも考えられる｡

主な成果品

○実測図(1/10～1/20)

○空撮図化図面(1/20～1/100)

○写真

竪穴住居

作業方針と留意事項

○降下火山噴出物等に覆われた住居については､火山噴出物等層中の情報にも

十分注意する｡

○土層観察用ﾍﾞﾙﾄは原則 4 分割とし､ｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを設定する等して､埋土の堆積状況
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や遺物の包含状況から貼床や埋立て等の人為的埋土か､自然堆積かを的確に

見極めながら､基本層位を確認する｡重複関係がある場合は相互の関係がわかる

形で土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､新しい方の遺構から掘削して出土品を分別する｡

○住居の埋没過程が復元できるように留意しつつ､土層観察用ﾍﾞﾙﾄの壁面を観察､

分層し､ｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁで確認した基本層位について､埋土の掘り下げにより得られた情

報を含めてあらためて詳細に観察し､検討する｡

○その後､土層観察用ﾍﾞﾙﾄの実測､写真撮影を行う｡土層断面図には堆積状況の所

見も記入し､土層断面図の層位と出土品を取り上げた層位の対応関係の記録も

必要である｡

○竪穴住居では、床面直上層と上層の自然堆積層等を識別することが重要である｡

○住居床面に据えられたことが確認できる土器や、ｶﾏﾄﾞに使用された土器等､意識

的に置かれた遺物や、遺構を構成する出土品については遺構との関連が分かる

ように出土状況の実測を行って取上げ､住居との関連が強いと考えられる床面直

上のもの等は出土状況の実測又はﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟの作成を行う｡ﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟの作成を行う

場合においても出土品が属する層位は重要であり､基本層位の記録は必須であ

る｡ 
○柱穴･ｶﾏﾄﾞ･炉･貯蔵穴･貼床･周溝等の付属施設を精査､検出し､住居の構造を明

らかにする｡住居の形態､構造には時代差･地方差･個体差があるので､適切な調

査方法を採ることが必要である｡貼床をもつ場合は床面下の調査まで行う｡住居掘

り方についても注意する。

○床面･柱穴等、床面を精査し､硬化面･柱穴等の施設を確認する｡

○柱穴等は、覆土を2分割して調査することを基本とする｡出土品は他の出土品と分

別する｡

○炉は、2 分割することを基本とする｡規模等に応じて 4 分割も可｡

○ｶﾏﾄﾞは、煙道部から焚口部の中心部を結んで分割し､燃焼部･天井部等の遺存状

況を確認する｡残存状態が良好な時は｢ｷ｣の字に､不良な時は｢十｣字に分割する

ことを基本とする｡

○埋甕は、覆土を 2 分割することを基本とする｡

○貼床(敷石)等は、覆土の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを再設定し､分割することを基本とする｡

主な成果品

○遺構検出状況平面図( 1/20)・写真(複数方向)

○土層断面図 (1/20)・写真

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

○床面検出状況写真((複数方向))

○柱穴掘り方､柱痕跡平面図・土層断面図( 1/10～1/20)・柱穴土層断面写真

○炉･ｶﾏﾄﾞ平面図､土層断面図( 1/10～1/20)・写真(複数方向)

○住居跡平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20)・完掘写真 (複数方向)

○掘り方平面･断面図・土層断面図(1/20)・写真(複数方向)
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掘立柱の遺構

作業方針と留意事項

○巻尺や間ざお(板等に目盛りを刻んだ簡易な計測用の道具)等を用いて柱間を計

測し､規模や配置､埋土の質の相違に留意しつつ柱穴の組合せを検討する｡

○掘立柱の遺構としては、建物や塀等があり､建物の場合は廂や床束の確認までが

必要である｡

○一定の正確さを保った遺構配置略図を参考にしながら､現場で確認する作業は

必須である｡検出に当たっては､遺構配置略図をもとに遺構想定案を検討し､それ

に基づいて柱穴が未検出である部分を集中して探索すると効果的である｡

○検出した建物や塀同士で､複数箇所で重複関係がある場合は､いずれの箇所に

おいても矛盾がないかを確認する｡重複関係は平面での確認を基本とするが､断

割りを併用する場合もある｡遺構検出時にすぐに掘削してしまうと再検討が困難と

なるため､注意が必要である｡

○柱痕跡や柱抜取穴を確認し､それらは柱掘り方と峻別して掘削する｡掘立柱の遺

構は近世までみられる。しかし､柱穴の規模や柱間寸法等は時代･時期によって

多様である。

○出土品は、柱掘り方と柱痕跡､柱抜取穴ごとに分けて､それぞれの一括で取り上げ

ることを原則とする｡柱掘り方は建設時､柱抜取穴は解体時に掘った穴で､埋土内

の出土品はそれぞれ建設時期と廃絶時期を示すことが多い｡意図的に埋納した

地鎮に関わる出土品､礎盤に使用したもの等､重要な意味があるものは遺構との

関係がわかるように出土状況の実測・写真撮影を行う｡ 
○柱穴の断割りで確認すべき項目は､平面で柱痕跡や柱抜取穴が不明確であった

場合における断面観察による確定､重複関係の再確認及び柱穴の埋土や深さ､

底の状況の確認である｡

○必要なﾃﾞｰﾀをとった後には柱穴を完掘し､出土品を採取することが原則である｡

主な成果品

○柱穴掘り方、柱痕跡平面図・土層断面図（1/10～1/20）・土層断面写真

○掘立柱建物跡平面図・断面図・ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ（1/20）・完掘写真（複数方向）

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

土坑

作業方針と留意事項

○土坑には､墓坑･埋納土坑･廃棄土坑･貯蔵穴･陥穴､粘土採掘坑、特殊なものに

は便所遺構･土器焼成坑等の種類があるが､性格が不明なものも多い｡そのため､

形態や埋土の特徴等から性格を正しく判断し､それに応じた調査方法を採らなけ

ればならない｡

○適宜土層観察用ﾍﾞﾙﾄを残し､埋土の各層位が人為的に埋めたものか自然堆積か

を見極めた上で､主に移植ゴテ等の用具で層位に注意しながら掘り下げる｡人為

的に埋めた土坑の場合は､細心の注意をはらって出土品の出土状況を確認する｡

○墓坑･埋納土坑･便所遺構･土器焼成坑等は特に注意して調査を行い､必要な場

合は分析用のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを実施する｡
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○土坑内の出土品は、一括性が高い場合が多く､有意な情報をもつが､その性格に

よってもつ意味が異なる｡出土品は､土坑内の小地区ごとに層位単位の一括で取

り上げることを原則とする｡墓坑や埋納土坑等､意図的に置いたものは出土状況の

実測・写真撮影を行う｡ 
主な成果品

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

溝

作業方針と留意事項

○適当な間隔で土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設け、ｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを設定し､基本層位を確認する｡

遺物の出土量や溝の規模に応じて､スコップ・ジョレン、移植ゴテ等の用具を選択

して層位単位で慎重に掘り下げる｡

○一般に溝と呼んでいる遺構には､人工的に開削したものと自然流路がある｡前者

は敷地の区画や地割溝､用排水路等の性格をもち､関連する遺構の存続期間を

示す場合も多い｡有機質物を含む多量の出土品が期待される点でも重要である｡

○自然流路の場合は､土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設け、ｻﾌﾞﾄﾚﾝﾁを設定して層位や出土品

の包含状況を確認し､どの範囲まで調査対象とするかを決定する｡

○溝の存続期間は､規模にもよるが比較的長いものが多く､段階的に埋没していくた

め､出土品の一括性は比較的乏しい｡また､改修及び溝さらえを行っていることも

多いので､地点ごとに層位を正確に認識し､溝の変遷を表す層位の単位の把握が

重要である｡また、水の流れの有無の確認のためには、溝の長軸に沿った土層観

察も有効である。

○溝の全長は比較的長いため､地点によって堆積状況に差があることも多く､注意が

必要である｡溝からの出土品は、基本的に廃棄されたものであることと､出土位置

は水流の作用に左右され､出土状況は有意な情報をもたないことが多いことから､

地区､層位単位に一括で取り上げることを原則とする｡特に重要な意味があるもの

については､位置を記録することもある｡

○有機質物は脆弱なものが多く､取上げには慎重を要する｡また､有効な場合適宜

土壌ｻﾝﾌﾟﾙを採取して必要な理化学的分析を行う｡ 
○実測図作成に際しては､溝の改修､岸の崩壊等､溝の変遷が表現できるように留意

する｡

主な成果品

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)



- 25 -

井戸

作業方針と留意事項

○平面で精査して、規模や形状から井戸かどうかを判断し､掘り方､井戸枠内埋土､

井戸枠抜取穴を確認する｡また井戸に小屋掛け等の施設を設けた可能性もあり、

周辺の精査も重要である。

○平面で確認した輪郭に基づき､土層観察用ﾍﾞﾙﾄで層位を確認しながら､スコップ・

ジョレン、移植ゴテ等の用具を選択して､掘り方･井戸枠内･井戸枠抜取穴の層位

ごとに慎重に掘り下げる｡井戸さらえを行っていることも多いので､層位の判定時に

は、そのことを十分認識する必要がある｡また､掘削時や廃棄時に祭祀を行ってい

る例もあり､出土品や堆積状況から慎重に見極める｡出土品は､掘り方･井戸枠内･

井戸枠抜取穴ごとで､それぞれの層位単位に一括で取り上げることを基本とする

が､出土状況に応じて実測し位置を記録する｡

○井戸は、水を得るための施設であり､遺跡を残した集団の生活に関わる重要な遺

構である｡有機質物を含む多量の遺物等が出土することが多い｡井戸には､素掘り

のもの､井戸枠を残すもの､井戸粋が抜き取られているものがある｡掘り方､井戸枠

内及び井戸枠抜取穴を､埋土の状況から平面･断面で峻別することが重要である｡

○井戸枠内のみならず､掘り方の平面､断面の精査まで確実に行って井戸の構築法

を明らかにし､全体状況の入った断面図を作成する｡土層断面図等に地山土層を

追記し、湧水層と井戸使用時の貯水高の把握に努める。

○井戸は深いものが多く､湧水もあるため､壁が崩壊する危険性が非常に高い｡また､

酸素欠乏の危険もあるため､作業の安全管理には十分に注意する｡必要により、

調査方法や委託を検討する。

主な成果品

○遺構検出状況平面図( 1/20)

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

古墳

作業方針と留意事項

○古墳の墳丘や堀等､地表面が遺構の形状を反映していると考えられる場合は､地

形図の作成が必須である｡場合によっては､調査地を含めた周辺の地形の状況が

わかる範囲について作成する｡等高線は､遺跡の地形の特徴を客観的に示すこと

ができる程度の精度で記録する｡

○墳丘･周溝

現況平面測量後､長軸方向と直交する ｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分

割することを基本とする｡墳形･規模等に応じて増減も可｡出土品は、区画･層位等

による一括取り上げを基本とする｡墳丘の版築や段築､葺石･埴輪列等の外表施

設､周溝底の施設､陸橋･周堤等の有無を確認する｡

○竪穴状主体部

長軸方向と直交する｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分割することを基本と
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する｡木棺･石棺の規模･構造､棺の被覆構造等を確認する｡微小出土品･有機物

等の取扱いに注意する｡

○横穴式石室

長軸方向と直交する｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分割することを基本と

する｡追葬の有無･石室の構築方法等を確認する｡微小出土品･有機質物の取扱

いに注意する｡

主な成果品

○事前準備及び遺構周辺掘削前の記録作成(1/200～1/500､等高線は 0.5～1m)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)・出土状況平面･断面図 (1/10～1/20)・

出土状況写真 (複数方向)

○土層断面図 (1/10～1/20)・写真

○各施設検出状況写真・完掘状態写真(複数方向)

○遺構平面図(付属施設を含む)（1/10～1/20）

○奥壁･側面･前壁･玄門･開口部･閉塞部等立面図（1/20）・写真

○前庭･開口部･玄門･玄室･奥壁･天井･閉塞部等長軸断面図（1/20）・写真

○前庭･開口部･玄門･玄室･閉塞部等短軸断面図（1/20）・写真

窯跡・製鉄炉

作業方針と留意事項

○窯体前庭部、排滓坑（箱形炉）・前庭部（竪形炉）

排煙口から焚口･前庭部の中心を通る土層観察用ﾍﾞﾙﾄと直交するﾍﾞﾙﾄを窯体内､

前庭部に設定し分割することを基本とする｡規模等に応じて増減も可｡深さなどに

より分層･分別し、遺物は区画等で一括して取り上げることを基本とする｡

○窯体内、炉体内

排煙口から焚口･前庭部の中心を通る土層観察用ﾍﾞﾙﾄと直交するﾍﾞﾙﾄを窯体内､

前庭部に設定し分割することを基本とする｡

○灰原、排滓場

中央を通る｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分割することを基本とする｡

主な成果品

○遺構検出状況平面図( 1/20)

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

○必要に応じて微細図(1/10)
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水田跡・畠跡

作業方針と留意事項

○降下火山噴出物・洪水層等の直下は、旧地表面を表すことから重要な情報を含

んでいる。慎重に扱う必要がある。

○水田・畠の遺構は重層の場合もあり、下層の遺構にも注意を払う。 
○水田跡

規模形状･形態等に応じ､複数本のﾄﾚﾝﾁにより基盤層まで掘削し､耕作面･区画の

広がり等の確認後､規模等に応じて土層観察用ﾍﾞﾙﾄを数本設定し分割することを

基本とする｡水路･堰･水口･堰の附属施設や、杭･矢板・歩行痕､耕作痕､根株痕

等の配列に注意する｡畦畔･鋤床等に留意する｡

○畠跡

区画の広がりを確認し､規模等に応じて土層観察用ﾍﾞﾙﾄを数本設定し分割するこ

とを基本とする｡畝及び畝合いの幅･深さに留意する｡

主な成果品

○遺構検出状況図（1/20～1/100）・写真

○土層断面図（ 1/10～1/20）・土層断面写真

○付属施設平面図・断面図（ 1/10～1/20）・写真 (複数方向)

○区画全体平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

方形周溝墓・周溝を持つ建物

作業方針と留意事項

○周溝･方台部｡平面形態や規模に応じ､全体を通し｢十字｣に土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設

定し､4 分割することを基本とする｡

○各周溝は､全体のﾍﾞﾙﾄに合わせて｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分割する

ことを基本とする｡

○周溝内施設･墳丘・周溝の掘り方の有無等に留意する｡

○主体部｡中心を通る｢十字｣の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを設定し､4 分割することを基本とす

る｡規模等により増減も可｡埋葬施設の構造に留意し､微小出土品･有機質物の取

扱いに注意する｡

○周溝内側に竪穴住居跡の可能性も考慮して、炉・柱穴等に留意する。

主な成果品

○遺構検出状況図（1/20～1/100）・写真

○土層断面図（ 1/10～1/20）・土層断面写真

○周溝内施設平面図・断面図（ 1/10～1/20）・写真 (複数方向)

○区画全体平面図・断面図 (1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

道路状遺構

作業方針と留意事項

○道路面｡硬化面･礫敷面等を確認する｡
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○平面形態や規模等に応じて土層観察用ﾍﾞﾙﾄを複数本設定し分割する｡

○出土品は、区画･層位等による一括取り上げを基本とする｡

○道路面の重複･方向の変化に留意する｡

○側溝｡平面形態や規模等に応じて土層観察用ﾍﾞﾙﾄを複数本設定し分割する｡形

態に留意する｡

○掘り方｡道路面の土層観察用ﾍﾞﾙﾄを再設定し､分割することを基本とする｡

主な成果品

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)

城館跡

作業方針と留意事項

○城館跡の堀割・土塁・曲輪等の諸施設の配置（縄張り）が地表面に遺構の形状を

反映していると考えられる場合は､地形図の作成が必須である｡場合によっては､

調査地を含めた周辺の地形の状況がわかる範囲について作成する｡等高線で各

施設が十分に表現できない場合は、専門的知識を有する者が加筆し、各施設の

形状を記録する。また、要害等地形を人為的に改変した部分にも留意する。

○郭（曲輪）。現況平面図をもとに、土層観察用ﾍﾞﾙﾄを数本設定する。

地業層･面(整地層･面)に留意し､遺構構築面､改築に注意する｡各施設は有機的

に関連し配置されているので､付設されている各施設を通るｾｸｼｮﾝ図､ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ

図を作成する｡

○堀･土塁､土橋｡現況平面図をもとに､規模･構造等が確認できるよう､ﾄﾚﾝﾁ等による

確認調査を行った後､全体を掘削することを基本とする。 
○建物跡。建物跡・井戸等の遺構は、前掲各項に準拠する。

○地形を人為的に改変した「要害」「平場」等に留意する。

○完掘。各遺構の調査終了後、各施設の形状・位置関係等、全体的記録を作成す

る。 
○大規模な改築が行われている場合は、各施設の時期的変遷・相関関係が分かる

よう全体図を作成する。

主な成果品

○事前準備及び遺構周辺掘削前の記録作成(1/200～1/500､等高線は 0.5～1m)

○現状・縄張り全体が概観できる写真や城館の立地等が概観できる写真

○土層断面図 (1/20)・写真

○平面図・断面図･ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ(1/20～1/40)・完掘写真 (複数方向)

○遺構全体図

○完掘写真及び調査地点と城館跡全体・建物位置関係が概観できる写真

○遺物出土位置記録(遺物台帳等)

○遺物出土状況平面･断面図(1/10～1/20)・写真(複数方向)
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調査区全体図作成・全体写真撮影

作業方針と留意事項

○調査区全体図作成･全体写真撮影

主な成果品

○調査区全体図･地形図:1/100～1/200､等高線は 0.5～1m

○遺構配置図 : 1/100～1/200

○調査区全体写真(空中写真)

（エ）理化学的分析・日常管理等

①理化学的分析

作業方針と留意事項

○遺跡の内容やあり方からみて､有効な分析対象を適切に選択する必要がある｡ｻﾝ

ﾌﾟﾘﾝｸﾞは､分析担当者とよく問題点を整理し､包含層や遺構埋土等､発掘作業の

全期間にわたり適切な対象について行う｡将来の分析資料とする意味で､多数の

ｻﾝﾌﾟﾙを採取することもある｡

○分析の実施に当たっては､遺跡の理解に必要で､有効性が確認されている方法に

よる分析を､採取したｻﾝﾌﾟﾙの中から選択して行う｡ 
○ﾌﾟﾗﾝﾄｵﾊﾟｰﾙや火山噴出物等の分析の場合は､分析結果を発掘作業に生かすこ

とを心がける｡

主な成果品

○ｻﾝﾌﾟﾙ採取位置図､写真

○分析成果品

②日常管理

作業方針と留意事項

○日誌類は調査全般を通した唯一の記録であり､行政的な記録を兼ねるものである

ため､後に作業の経過がたどれるように留意する｡調査日誌には､作業経過､成果､

課題､特記すべき遺構､出土品等の項目を記入する｡文章のみでなく､略図や写真

も併用すると効果的である｡

○発掘作業を中心になって担当する担当者は､常に全体の調査を統括し､遺跡全

体の状況を把握して日誌を作成する｡細部については､各発掘区を担当する担当

者と討議をして作成する｡

○作業全般にわたり､安全管理を十分に行う｡ 
主な成果品

○調査日誌

○写真
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別紙２

３ 整理等作業
（２）整理等作業の工程とその内容[作業方針と留意事項] （基準 p．６）
（ア）記録類と遺構の整理

①調査記録の基礎整理

○発掘作業によって作成された図面類・写真・日誌類等の記録類は基礎的な資料

としてきわめて重要である。必要なﾃﾞｰﾀが整っていないと資料としての価値が著し

く失われることから調査記録を整理し、内容の確認を十分に行い、整理等作業に

活用できるように内容を十分確認・点検して台帳等を作成し、適切に保管、管理

する。記録類をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞ-ﾀ化する必要がある。

○作業は､発掘作業についての情報･成果を正確に把握した上で行わなければなら

ないことから､発掘作業を担当した者が行うことが望ましい｡

○現場での所見を明確に記憶しているうちに､図面類･写真･日誌類･その他ﾒﾓ類等

調査成果を直接示す資料について､必要な注記や所見､枚数や内容等を正確に

確認する｡

○図面番号等を付加した上で､整理等作業に確実に活用できるようにするとともに､

分類して図面台帳を作成する等して保管する｡

②遺構の整理・集約

○前段階の工程で整理された各種の記録類をもとにして、遺構のおおまかな年代

や分布の変遷等を明らかにするために、遺構ごとに、その種類、規模や形状、新

旧関係等のﾃﾞｰﾀ等各種の記録や情報を整理し、集約する。

○発掘作業で作成した平面図･土層断面図･出土品出土状況図･遺構部分図､基本

層序等の記録に発掘作業時の所見等から検討を加え､遺構の種類､規模や形状･

数量､新旧関係等を確認し､遺構ごとに整理する｡

○遺構一覧表･台帳等を作成し､情報を管理する｡

○遺物台帳の作成｡発掘調査で出土した出土品の出土位置､出土状況などを記録

した台帳を作成する｡

③遺構の検討

○整理・集約された結果をもとに、遺構の種類・性格・時期、遺構群全体における位

置付け等を検討し、報告書における各遺構や遺構出土品等、記載内容等の詳

細、調査成果を示すために必要な図面・写真の取扱い等の概略を決める。

○遺構や遺構と出土品の関連について､遺跡の年代､遺構の種別や遺構群全体の

中での位置付け等を検討する｡

○個別の遺構そのものの検討と遺構から出土した出土品についての取扱い方針を

決める｡

（イ）出土品の整理

①洗浄・乾燥・注記（ただし、発掘調査中に行うこともできるものとする）

○出土品を正確に観察できるように、付着している土壌等を洗浄して乾燥させ、出 
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土品の出土地点等の必要な情報を直接書き込む作業である。注記は、乾燥後に

出土品全体を観察し、後の作業上及び保管・管理上必要な事項を記載する。な

お、洗浄にあたっては、赤色顔料等の塗付物や炭化物等の使用痕を除去しない

ように注意する。

○出土品の全量をすみやかに洗浄することを原則とする｡出土品の情報を発掘作業

や整理等作業に活かすために､遺構出土のもの等遺跡を理解する上で重要な出

土品を優先し､出土品の脆さや付着物の有無など､状況に応じて適切な器具を選

択しながらできる限り汚れを落とす｡特に漆や赤色顔料等の付着には十分注意す

る｡また､金属製品や木製品など､素材によって取扱い方が異なることを考慮する

必要がある｡

○出土品の劣化やｶﾋﾞの発生を防ぎ､接合作業等を確実に行うために十分に乾燥さ

せる｡

○接合や実測の作業を的確に効率よく進めるために､全体の概要を観察し出土品

の資料的価値を見極めた上で､報告書に掲載すべき出土品を念頭に置きながら､

以後の作業方針を決定し､それに基づき適切に選別する｡

○洗浄､乾燥が終わった出土品について､全体の状況を把握した後､以後の作業

に供する出土品と､必要がない出土品とを選り分けて､遺跡名･遺構名･層位･取上

げ番号等の必要な情報を注記する｡場合によっては関係するものを一括してまと

める等､合理的に行う｡注記は､手書きで行うのが一般的であるが､出土品注記ｼｽ

ﾃﾑ等の機器を使用することもある｡

○注記は小さく､目立たないところに記入するとともに､長期間経過しても消えないよ

うな処置を行う｡ 
○小型品･木製品･金属製品等､出土品によっては直接注記することが適当でないも

のがあり､その場合には別の表示方法をとる｡

②接合

○出土品の器種・器形・時期等をより正確に判断するために、出土品の破片を接合

して本来の器形に近づける作業である。また、各遺構の同時性を知る上で接合関

係の把握は有効である。この後に、実測や写真撮影等の作業が続くことになるの

で、破損しやすいものについては石膏等で補強を行う。 
○この作業工程は、出土品の全般的な観察を行う機会でもある。

○遺構から出土した遺物等は、資料的価値が高い。出土品の資料的価値により報

告書に掲載すべき出土品を判断し､それらを優先して効果的に接合を進める必要

がある。

○遺構出土の一括出土品の場合には､個体数や器種構成を知るために有効であ

り､可能な限り接合する必要がある｡

○土器や石器の破片から同一個体のものを選び出し接合する｡土器は大きな破片

や一括出土した破片群を主体に､その周囲から出土した破片を可能な限り集めて

接合する｡

○石器についても､石質･色調等の観察を行って､同一個体の破片を集めて接合す

る｡ 
○接合した破片の出土地点や層位は､遺構の検討に重要な情報となるため記録す
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る必要がある｡

○軟質で脆弱な土器や瓦等は樹脂等で強化してから接合する必要がある｡

○土器等の欠落部分や､接合により生じた隙間を補填材で埋めて補強し､必要に応

じて彩色する｡土器等の断面や内面の観察は､補填前に十分に行っておく｡

○適切な作業ｽﾍﾟｰｽを確保し､正確かつ効率的に作業を行う｡ 

③復元

○接合した出土品の欠落部分を石膏等の補填材で復元する作業で、出土品本来

の姿を理解しやすくするものである。

○主に報告書に写真を掲載する必要のあるもので､器形を復元して表現することが

必要なものに限って行うこととし､出土品を汚して資料的価値を損なわないように

する｡

○土器等の場合は､復元後はその断面や内面が観察できなくなるため､実測後に行

う必要がある｡

○意味のある欠損部分は接合までにとどめ､補填しない｡

○写真撮影の際のﾊﾚｰｼｮﾝを防止するため､適度な着色を施す｡ 

④実測

○出土品を観察しながら計測し、図化（実測図を作成）する作業である。個別の出土

品を最も詳細に観察する機会であり、重要な意義をもつ工程である。実測図は、

資料の中では出土品の細部にわたる特徴等を含め、最も豊富な情報量を表現す

ることが可能なものであり、その有効性が一般に広く定着しており、報告書には不

可欠のものである。

○実測は、単純に実測が可能なものすべてについて行うのではなく、その遺跡や遺

構を理解する上で有用な情報を有する出土品を選択して行う。出土品は、すべて

何らかの資料的価値を有しているが、出土した遺構や層位、その状況及び出土

品そのものの内容によってその資料的価値は異なる。また、出土品全体について

種類・器形、文様、製作技法等を十分観察して考古学的な分類を行った上で、同

種・同類のものについては典型的、代表的なものを選択する等の観点も必要であ

る。 
なお、報告書においては、出土品全体の概要と実測図を掲載した出土品の位置

付け、選択の考え方もあわせて説明する必要がある。

○出土品の資料的価値を的確に判断し､それに応じて実測する出土品を選択する｡

実測対象とする資料は､出土品全体について種別､器種､器形､文様､製作技法等

を十分観察して､考古学的な成果を踏まえて正しく分類を行った上で､同種､同類

のものの中から典型的､代表的なもの等を適切に選択する｡選択の基本的な考え

方は以下のとおりである｡

・遺構出土で､かつ､一括資料として高い価値を有する資料を必ずしもすべての個

体を実測図で表現する必要はない。しかし､すべての器種は、基本的に実測図

により器種構成を可能な限り正確に示す｡なお､正確な器種構成比･出土個体

数は別途図表､文章により説明を加えることとする｡

・炉･ｶﾏﾄﾞに据えられた土器､埋甕や木棺等､遺構と一体あるいはその一部を構成
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する資料は、すべて示すことを原則とする｡

・遺構の時期を示す資料としては、住居の床面直上､溝跡の最下層等からの出土

品で、実測は特に重要で不可欠である｡埋土中から出土した土器等は適宜選

択する｡

・その他の遺構及び包含層出土の資料は、他地域で生産されたもの､出土例が少

ないもの､残存度が高いもの等単独でも意味のあるものを選択する｡ 
○実測図は､観察を十分行った上で､考古学的な基本を踏まえた表現方法で以下

のような考え方で表示する｡

・製作時の状況を念頭におき､器形･製作技法･時期等の出土品の特徴を適切に

表現する｡

・製作技法等を表す場合は、必ずしもすべて実測をする必要はなく､実測する範

囲や表現方法等を工夫する｡

・土器や瓦の文様､土器･陶器･瓦のﾀﾀｷ目､あて具痕等表面に凹凸がある文様や

調整痕跡等については、拓本により墨の濃淡で表すことができる。陶磁器の文

様等は写真を使用する等効果的に実測図と併用する必要がある｡

・表現方法等は､具体的な意味が正確に理解できるようにするために､各地域の中

で共通のものとするように努め､全国に流通する出土品等については広く普及

している方法をとる｡

・使用痕等も必要に応じて図示するとともに､図示できないことについては注記す

ることも必要である｡

○作業員等が実測したものについては､正しく計測され必要な情報が的確に表現さ

れているかどうかを担当者が必ず点検､確認する｡これは､実測を外部委託した場

合も同様である｡

○作業の効率化を図るために､複雑な形や文様をもつ出土品についてはﾃﾞｼﾞﾀﾙ機

器や写真を利用した実測の方法を導入することも有効である。しかし､実測の本来

の目的と意義を正しく認識した作業を行う必要がある｡

○実測図は、詳細な出土品観察の結果であり､保管･管理の際の資料となることから

記録保存の成果として保存する｡

○選別･分類した出土品の大きさ･重さなどを計測表に記入する｡

○洗浄･乾燥･注記が終わった出土品から､以後の作業に供する出土品を選別する｡

出土遺構､時期等の分類を行い､出土品の種別､特徴､調整等を観察表に記入す

る｡ 

⑤出土品全体の検討

○ここまでの各工程において出土品の観察と検討が行われてきているが、これらの

成果を受けてあらためて出土品全体について、考古学的な知見に基づきながら、

器種・製作技法・胎土等の分類、出土品の編年等を検討する。それを踏まえて報

告書に記載する必要がある出土品をあらためて検討する。

○考古学的な知見を十分に踏まえて､出土品全体の器種構成や分類､編年を適切

に行う必要がある｡

○出土品の資料的価値を､記録類の整理の工程で得られた成果を参考にしながら

再確認する｡
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⑥写真撮影

○実測図では表現できない出土品の質感や量感、製作技法、遺存状況等を示すた

めに、報告書に写真を掲載する出土品を撮影する作業である。すべての出土品

を撮影する必要はなく、原則として、写真を報告書に掲載するものを対象として行

う。 
○報告書に掲載する出土品の写真撮影を行う｡ 
○報告書に掲載すべき出土品で実測できないものは写真で表現する｡

○出土品の形状や特徴､質感や量感､製作･調整技法が鮮明に表現されるような性

能を備えた適切な器材と撮影方法を用いる｡

○撮影後のﾈｶﾞやｽﾗｲﾄﾞ等は必要なものについて適切に保存する｡

⑦理化学的分析

○考古学的な手法や分析では明らかにしにくい年代測定や環境復元、材質・原産

地の鑑定・同定等の分析を行うものである。これにより発掘調査の成果が豊かに

なり、遺跡の総合的理解に役立つ。ただし、分析は必要不可欠な範囲について、

有効性が確認されている方法で行うことが必要である。

○出土品の材質及び原産地推定､年代測定等の分析のため､試料を分別する｡分

析用の試料については､遺跡名や遺構名､採取地点､採取層位､採取日など必要

な情報を記録する｡

○発掘調査で得られた出土品についての理化学的分析は､すべての遺跡において

必要なものではなく､遺跡を総合的に理解する上で必要な場合のみ､明確な目的

をもって行うことが必要である｡

○理化学的分析は､対象とする資料の考古学的な分析を十分行った上で､分析方

法の有効性が確認されている方法で行うことが必要である｡

⑧保存処理

○出土したままの状態では整理等作業や保管に支障をきたすような脆弱な出土品

について、保存のための科学的処理を施す作業である。出土品の材質や状況に

応じて、形状や質感が大きく損なわれないような方法により行う必要がある。

○金属製品等の応急的保存処理:錆･酸化等の要因により原形を失する場合を考慮

し､薬品等による応急 措置を施す｡ 
○脆弱な出土品､形状が不安定な出土品､錆化が著しく本来の形状等が不明なもの

等について､出土品の材質や状況に応じて､形状や質感が大きく損なわれないよ

うな適切な方法で行う｡ 

（ウ）調査成果の総合的検討

○担当者が複数の場合には､事前に記載内容について共通理解を得るために十分

な意見調整を行い､客観性を保ち齟齬のないようにする｡
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（エ）報告書作成作業

①文章作成

○記録類の整理や出土品の整理の各工程で得られた成果と､それらを踏まえた総

合的な調査成果を明快に伝えることができるよう､平易で理解しやすいものとする｡

○発掘調査全体の記録や､遺構･出土品の分析･考察､理化学分析の結果等に基づ

き､報告書原稿を執筆する｡

○文章は報告書の根幹となる重要な表現方法であることを十分認識し､基本的なこ

とや､図や写真では表現できないものについて正確にわかりやすく簡潔に記述し､

必要に応じて箇条書きや一覧表の形式を採用する｡用語や表現についても平易

なものとするよう心がける｡

○図や写真は本文との関連付けによって適切に選択し使うように配慮する｡

○記載内容については組織内で十分な検討を行い､客観性を確保する｡

○遺構の記録や出土品に関するﾃﾞｰﾀ､同一の遺跡あるいは近隣における同種の遺

構についての既往の調査等を参照し､検出された遺構･出土品について分析･考

察を加える｡

②ﾄﾚｰｽ・版下作成

○報告書に掲載するために遺構や出土品の実測図をﾄﾚｰｽし､さらに他の図面､写

真も含めて印刷用の版下を作成する｡

○ﾄﾚｰｽの対象とする資料は､あらかじめ版下のﾚｲｱｳﾄを行う等して､必要なものを選

択する｡

○発掘調査に基づき作成した遺構図･出土品分布図等の下図を製版時の縮尺を考

慮してﾄﾚｰｽする｡

○出土品を実測し､製版時の縮尺を考慮してﾄﾚｰｽする｡文様･調整痕などを有する

土器等については採拓する｡

○ﾄﾚｰｽは､報告書に掲載する必要のある遺構､出土品の実測図について､正確で

理解しやすく､鮮明な出来上がりになるように適切な線号を選択して行う｡ 
○実測図に描かれているすべての情報をﾄﾚｰｽする必要はなく､遺構や出土品の特

徴を示す情報を適切に選択して表現する｡

○版下作成は､遺構や出土品の特徴が一目でわかるように十分配慮して､適切な位

置に図を配置する｡

○作成した遺構図･出土品分布図･出土品実測図等のﾄﾚｰｽ図を､図版用の版に組

む｡ 
○報告書に掲載する遺構等の写真と､出土品の写真を引き伸ばし､図版用の版に組

む｡ 

③割付・編集

○文章と図の対照､図の配列､全体を通しての見やすさに十分に配慮して割付を行

い､利用しやすいように編集を行う｡ 
○最終的に作成した遺構･出土品等の図版､写真図版､観察表等を文章とともに割

付用紙に配置し､報告書の構成や体裁を決定する｡

○関係する担当者や組織内での意見調整や検討を十分に行うため､必要に応じて
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編集委員会等を設置し､客観性を保つ必要がある｡

④印刷

○仕様を決め発注して印刷物にする工程である。長期間の保存と資料としての活用

に耐えられるよう、適切な印刷と体裁で作成する。

○印刷方法や長期間の保存･活用に耐えられる紙質､装丁等は華美なものにならな

いよう適切な仕様を決め､発注する｡

○誤りのない正確な内容とするために十分な校正を行う｡通常 3 校まで行う｡ 

（オ）保管・活用に備えた作業

○記録類､整理等作業で作成した資料類や出土品は遺跡が所在する群馬県ないし

当該市町村で確実に保管する｡

○記録類､資料類や出土品は利活用できるように適切な保管､管理のための台帳等

を作成し､管理する｡

○収蔵した記録類､出土品を積極的に利活用するために､それらの効率的･効果的

な取扱い方法を検討､策定して､必要な体制の整備を図る｡ 
○出土品は､｢群馬県出土品取り扱い要綱(平成 14 年 10 月 28 日､平成 17 年 12 月

1 日改正)｣に従って保管･管理する｡ 
○出土品を収納する｡一般的には出土品収納箱に納め､以降の活用のため必要な

情報を記入したｶ-ﾄﾞ等を付すが､金属器や木製品等については､慎重な管理が必

要となるものもある｡

○火災や災害等に備え､記録類や出土品の種類や内容によって保管･管理方法を

工夫する｡具体的には､『出土品の保管について』(平成15年10月､発掘調査体制

等の整備充実に関する調査研究委員会)を参照する｡
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別紙３

４ 発掘調査報告書
（２）記載に当たっての留意事項（基準 p．８） 
全体に関する留意事項

○遺構出土品については､遺構と別々に記述する方法と遺構ごとに出土品をあわせ

て記述する方法がある｡本標準では、前者を示したが､それぞれの方法の特性や

遺跡の内容により適切な方法を選択する｡

○図面や写真について､既製の地形図や航空写真等を使用する場合は､原図作成

(撮影)の主体者･時期･縮尺･図幅名等を明示する｡

○遺構実測図には方位､標高及び縮尺を表した物差し(ｽｹｰﾙﾊﾞｰ)､土層断面図に

は標高及び縮尺を表した物差し､出土品実測図には縮尺を表した物差しを必ず

表示する｡

○写真は､ｶﾗｰと白黒各々の特性を理解した上で使い分けて掲載する｡

（３）記載事項とその内容
（ア） 報告書の構成

○報告書は､前文･本文からなり､主に以下のような章･節で構成される｡

前文(表題､序文､例言･凡例､目次)

本文(第 1 章 経過:第 1 節 調査に至る経過､第 2 節 発掘作業の経過､

第 3 節 整理等作業の経過)

(第 2 章 遺跡の位置と環境:第 1 節 地理的環境､第 2 節 歴史的環境)

(第 3 章 調査の方法と成果:第 1 節 調査概要､第 2 節 基本層序､

第 3 節 遺構､第 4 節 遺物)

(第 4 章 理化学的分析)

(第 5 章 総括)

(写真図版)

(報告書抄録)

○上記の構成は標準的なものであり､個別の発掘調査の内容によっては､章･節の

省略や統合､あるいは追加が生じることが考えられる｡

○本文第3章では､遺構と遺物を別の節に分けたが､遺構とその出土品をまとめて一

つの節とする場合も少なくない｡遺跡の内容等によって適切な方法を選択すること

が考えられる｡

（イ） 前文

① 表題

○検索のための利便性を考慮し､原則として主題か副題のいずれかに遺跡名を入

れる｡

② 例言･凡例

○当該発掘調査についての､調査原因となった事業名､調査地住所(都道府県名を

必ず記載する)､調査主体､調査期間(発掘作業及び整理等作業の期間)､報告書

の執筆者及び編集者名､経費負担のあり方､記録類や出土品の保管場所等を記
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述する｡なお､発掘･整理等作業の体制をここで記述する場合もある｡

○報告書で示されている､方位や標高の表示方法､遺構･遺物実測図の縮尺等､報

告書を利用する上で必要な事項を記述する｡

③ 目次

○報告書全体の構成が把握しやすいように､本文では章と節の構成を､図や写真で

は個別遺構名と遺構の内容を示す｡ 
○本文と図､写真､表等の検索が容易に行えるように工夫する｡

（ウ） 本文

① 経過（第１章） 
○その発掘調査を必要とするに至った開発事業等と埋蔵文化財保護との調整､調

査体制､調査活動､調査後の保護措置等､開発事業との調整から調査完了に至る

一連の事実を記述する｡(群馬県及び市町村以外の者による調査の報告書にあっ

ては､行政的に講じた措置の記録は､関係した群馬県及び市町村から提供する等

の対応が必要である｡)

①-1)調査の経過(第 1 節)

○調査の原因､取扱い協議､法的手続き､試掘･確認調査の結果に基づく取扱い協

議､遺構の保存協議(その経過や設計変更及び保存の内容)等の経過と内容につ

いて記述する｡

･開発計画図､遺構の保存措置を執った場合はその内容がわかる図等がある｡

①-2)発掘作業の経過(第 2 節)

○全体計画､体制(主体者､担当者､作業委託の状況等)､作業の経過､現地説明会

の実施状況等を記述する｡

①-3)整理等作業の経過(第 3 節)

○全体計画､体制(主体者､担当者､作業委託の状況等)､作業の経過等を記述する｡

○遺物の保存処理を実施した場合､その概要を記す｡ 

② 遺跡の位置と環境（第２章） 
○その遺跡の歴史的な意味を把握する上で不可欠の要素であり､調査対象遺跡を

含む一定地域の基本的な地形と自然環境､他の遺跡のあり方等について把握で

きるよう記述する｡

○同じ遺跡ですでに報告書が刊行され､これについて詳細な記述がある場合､その

報告書名を示した上で､簡潔に記述することができる｡

②-1)地理的環境(第 1 節)

○調査対象遺跡を含む一定範囲について行政区分や位置､地形や自然環境等を

記述する｡地形に関しては､調査終了後に大きく改変される場合があるので､特に
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詳細に記す｡ 
･図面として遺跡位置図､遺跡周辺地形図等がある｡

･遺跡位置図は､遺跡の位置を都道府県単位の図等に示したもの｡

･遺跡周辺地形図は､遺跡の立地環境がわかる図で､地形図に調査対象地を示し

たもの｡地形分類図を併用することもある｡

②-2)歴史的環境(第 2 節)

○調査対象遺跡を含む一定地域についての歴史的変遷を記述する｡発掘調査の

成果を理解する上で必要な時代については重点的に説明する｡

○図面として地形図等に調査地周辺の遺跡の分布状況を示した遺跡分布図等があ

る｡ 

③ 調査の方法と成果（第３章） 
○報告書の中核をなす部分であり､通常､最も多くの分量を占める｡発掘作業と整理

等作業の方法について記述した上で､検出･把握できた遺構の状況､遺構と遺物

の関係､遺物全体の出土量･内訳､個々の遺物の要点等の事実を､遺構･遺物の

図面や写真を示しながら記述する｡担当者が作業途上に思考したことを含め､発

掘作業から整理等作業を通して得られたことを的確に記述する｡

③-1)調査の方法(第 1 節)

○試掘･確認調査の成果や既往の調査成果を示し､当該調査の実施に当たって設

定された目的や課題等を記述する｡

○目的や課題､問題意識に基づいた発掘作業､整理等作業の方針､実際に行った

具体的な調査方法等を記述する｡あわせて､発掘作業や整理等作業において特

に留意した事項についても記述する｡

○図面として試掘･確認調査区位置図､既往の調査区位置図､試掘･確認調査及び

既往の調査成果に関する遺構･遺物実測図､発掘調査地区割図等がある｡既往の

調査区位置図と発掘調査地区割図は同一の図面で示してもよい｡

③-2)層序(第 2 節)

○各層位については､土層名･土色･土質､遺物包含状況､さらにはその層の成因や

時期､性格等について記述する｡また､発掘作業において遺物を取り上げた層位と

土層断面図の関係についても説明する｡

○遺構面と包含層の関係や､火山噴出物等のように広範囲にわたって確認され遺

跡を理解する上で重要な鍵となる層については重点的に記述する｡

･図面:土層断面実測図あるいは土層断面模式図等がある｡その際､遺構面を強調

したり､鍵となる重要な層については網掛けで図示したりする等､層序の特徴がよく

わかるよう工夫する｡

③-3)遺構(第 3 節)

○遺構の時期や検出面の数をはじめとする全体の概要､遺構種別ごとの概要を示し

た後､個別の遺構内容を記述する｡その際､遺構の規模や形状といった客観的な
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成果だけでなく､遺構の検出過程や調査中に試行錯誤したこと等についても言及

するよう努める｡遺構名称は､遺構種別と番号で示す｡ 
○遺構の性格や内容に応じて記述の方法を工夫する｡たとえば､竪穴住居や掘立柱

建物､井戸等は遺跡を構成する主要な遺構であり､個々の内容について詳細に記

述する必要がある｡一方､小規模な溝や性格不明の土坑･小穴等については､必

ずしも個々の内容を述べる必要はなく､全体の傾向等を記述することで足りる場合

がある｡

○遺物の出土状況は､遺構の年代や性格を決める重要な情報である｡遺跡を理解

する上で必要と判断されたものについては､遺物の出土層位とその特徴を記述し､

それを踏まえて遺構の性格や年代についても言及する｡

○図面として遺構全体図･遺構配置図･遺構個別図･遺物出土状況図･ﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ等

がある｡

○遺構全体図は検出した遺構のすべてを掲載した図である｡おおむね 1/200～

1/500程度の縮尺とし､調査面積が広大な場合は1葉の図面に収まらないこともあ

る｡遺構個別図を作成しない遺構については､この図によって遺構が特定できるよ

うにする｡付図は紛失しやすく利用しにくい場合が多いので､できる限り避けること

が望ましい｡やむをえない場合は､図面ごとに必ず遺跡名を付ける等配慮が必要

である｡

･遺構配置図は主要な遺構について､検出された遺構の構成と配置を一目でわか

るように模式的に示した図｡ 
･遺構個別図は遺構の平面実測図と断面実測図で構成された図｡

･遺物出土状況図は遺構から出土した遺物の状況を示した図であり､平面実測図

とその断面実測図からなる｡

･ﾄﾞｯﾄﾏｯﾌﾟは遺物が出土した平面的位置､垂直的位置をﾄﾞｯﾄによって示した図｡発

掘作業で作成した図をすべて機械的に掲載するのではなく､遺物の分布や接

合関係に意味があり､遺跡や遺構を理解する上で必要と判断されたものについ

て掲載する｡

･表には遺構の規模や形状等を掲載した一覧表がある｡必要な遺構と項目を選択

し掲載する｡

③-4)遺物(第 4 節)

○遺物全体の種類や時期､おおよその出土量(収納箱数等で示す｡)等の概要を記

述したのち､個別説明を行う｡個別説明では分類基準を示し､全体の傾向や特徴

等について言及する｡実測図を掲載したものについての､選択基準を示す｡ 
○遺物の個別説明をする際､図や写真をみればわかるような事項については､逐一

記述して全体が冗長にならないよう､記述内容を工夫する｡

○図面には形式分類図･遺物実測図等がある｡

･形式分類図は土器､石器等の形態に基づいた分類図｡多量に遺物が出土した

遺物の特徴を説明する際に有効な場合に掲載する｡

･遺物実測図は遺構の時期を決める遺物や遺構から出土した一括遺物等､遺構

や遺物のあり方を考える上で必要と判断されたものを掲載する｡その際､遺構の

時期を決定する遺物､遺構出土一括遺物は器種構成やその比率等を考慮し､
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それぞれ必要な量を掲載する｡各遺物の縮尺率はその種類ごとに統一すること

が望ましいが､特殊なものは大きさや特徴に即して決める｡

･拓本は有効性が認められるものについて掲載する｡

･表には遺物観察表がある｡遺物の種類によって掲載する必要があるものに用い

る｡実測図に表現された調整技法の記載は原則として不要であり､特記事項や

実測図で表現できないことを中心に記載する｡土器の胎土､石器の石材､木器

の樹種も記載する｡

④ 理化学的分析（第４章） 
○発掘調査の成果をより総合的に理解するために行う分析の種類には､年代測定､

自然環境の復元､土器･石器･金属器等の産地同定､石器･木器等の材質鑑定等

があり､遺跡の内容に応じて実施した分析結果を掲載する｡ただ単に分析ﾃﾞｰﾀを

掲載するだけではなく､分析を行った目的や意図を記述し､その成果を｢総括｣に

生かすことが必要である｡

○報告書全体の量を考慮して､掲載する分析結果の占める割合が過度に多くならな

いよう､分析者とあらかじめ調整をする｡

⑤ 総括（第５章） 
○｢調査の方法と成果｣の事実記載だけでは発掘調査の成果全体を的確に理解す

ることができないため､その発掘調査によって把握された遺構･遺物から､遺跡全

体の構造や性格､時期的変遷等の客観的事実の整理及びその遺跡が地域の歴

史の中でもっている意味､位置付け等を記述する｡従来､この項目は｢考察｣と称さ

れることが多く､その意義付けが明確ではなかったが､その目的･意義を明確に示

すために｢総括｣と呼称するものである｡

○発掘作業から整理等作業の過程で明らかになった遺構や遺物とそれら相互の関

係を総合的に検討した上で､遺跡の構造､変遷といった発掘調査成果の基礎的な

整理を行い､歴史的位置付けについても言及する｡

○発掘作業や整理等作業を担当した担当者あるいは調査機関が､学術的成果に基

づき､考古学的手法を用いて記述する｡

○遺跡を理解することに直接関わらない独立した内容の論文は掲載しない｡

○総括に要する分量は写真を除いた本文(図面を含む｡)のおおむね数%から 10%
程度とする｡なお､総括を行うために出土資料の編年や類例の検討等の考古学的

分析が必要な場合は､これに要する分量が増加することもある｡

⑥ 写真図版

○調査の経過写真には調査着手前写真等がある｡また､調査地の特定ができるよう､

必要であれば開発終了後の調査地風景写真も掲載する｡

○地理的環境写真には遺跡周辺の環境がわかる遺跡遠景写真､旧地形のわかる航

空写真等がある｡

○歴史的環境写真には歴史的環境のわかる写真等がある｡

○層序写真には層序の特徴を最もよく表した断面写真等がある｡
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○遺構写真には全体写真･遺構個別写真･遺物出土状況写真等がある｡

○遺構全体写真には調査区全体の状況を撮影した写真｡斜め上方から撮影した写

真と垂直写真がある｡前者は遺構の配置状況だけでなく土地の起伏や遺構の深

さ等遺跡の立体感を表すことができ､写真の特性が生きる場合が多い｡ 
○遺構個別写真には完掘した遺構の全景写真を原則とするが､必要に応じてその

過程やその遺構に付属する施設の詳細を示す写真を掲載する｡

○遺物出土状況写真には遺構の時期や性格等を最もよく表した写真を掲載する｡

遺構と遺物の関係がよくわかるものを掲載する｡図はなくても写真だけで足りる場

合もある｡

○遺物写真には個別写真､集合写真等がある｡個別写真は遺物の質感､胎土､色

調､遺存状況等の特徴を表現できる大きさにする｡実測図を掲載したものすべてに

個別写真を掲載する必要はなく､たとえば同種同形のものが多数出土した場合は

代表的なものを選択する｡

⑦報告書抄録

○発掘調査の基本的情報である調査組織及び担当者､遺跡で得られた成果等を所

定の様式の一覧にして巻末等に付するものである｡報告書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成等の

利用にも供される｡

○現在普及している様式に､発掘調査成果の要約(約 500 字)の項目を加えるものと

する(様式参照)｡
○可能な限り､巻末に掲載することが望ましい｡
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報告書抄録《記載要領》
１－１ ふりがな 書名にふりがなを付す｡読みはひらがなを原則とするが､カタ

カナでも可｡ﾛｰﾏ数字､括弧付き数字､丸付数字などは全て

算用数学に替えて記入する｡

１－２ 書名 主たる書名を記入する｡できるだけ遺跡名が入った部分を書

名として拾うこと｡特に書名がなくｼﾘｰｽﾞ名のみの場合は､本

欄にもｼﾘｰｽﾞ名を記入すること｡

１－３ 副書名 主たる書名以外に副題がある場合は､その副題を記入する｡

１－４ 巻次 副書名がｼﾘｰｽﾞ名の場合､その巻次を記入する｡

１－５ ｼﾘｰｽﾞ名 書名とともにｼﾘｰｽﾞ名がある場合､そのｼﾘｰｽﾞ名を記入する｡

１－６ ｼﾘｰｽﾞ番号 そのｼﾘｰｽﾞの巻次を記入する｡

１－７ 編著者名 主たる執筆者から順次記入する｡

１－８ 編集機関 編集機関を記入する｡

１－９ 所在地 編集機関の所在地と電話番号を記入する｡郵便番号も記入

のこと｡

１－１０ 発行年月日 発行日を西暦で記入する｡編集機関と発行機関が異なる場

合には､発行年月日の前に発行機関の項目を設ける｡

２－１ 所収遺跡名 掲載遺跡名を記入する｡必ずふりがなを付けること｡

２－２ 所在地 遺跡所在地を都道府県以下､大字程度まで記入する｡ふり

がなを付し､｢町｣や｢村｣もそれが｢ちょう｣｢そん｣と読むのか

｢まち｣｢むら｣なのか､分かるようにふりがなを付ける｡広範囲

にわたる遺跡の場合､掲載調査区が属する主たる所在地名

を記入する｡

２－３ 市町村ｺｰﾄﾞ 遺跡の所在する市町村を､総務省が定めた｢全国地方公共

団体ｺｰﾄﾞ｣により記入する｡

２－４ 遺跡番号ｺ

ｰﾄﾞ

市区町村別の遺跡ｺｰﾄﾞを記入する｡未決定の場合は､空欄

とする｡各市区町村内で同一ｺｰﾄﾞが複数の遺跡に重複しな

いよう留意すること｡

２－５・６ 北緯･東経 遺跡のほぼ中心と思われる位置を度分秒の単位で記入す

る｡世界測地系座標で標記する｡

２－７ 調査期間 西暦を使用し全部で 8 桁を記入する｡調査期間は実際の発

掘作業期間とし､整理等作業の期間は含めない｡調査が数

次にわたる場合､分けて記入する｡

２－８ 調査面積 調査対象面積ではなく実際の発掘調査面積を平方ﾒｰﾄﾙ単

位で記入する｡

２－９ 調査原因 発掘調査の原因を記入する｡(発掘届の原因を参考)

３－２ 種別 掲載遺跡について､その種別は以下を参考にして記入する

｢集落･洞穴･貝塚･宮都･官衙･城館･交通･窯･田畑･製塩･

製鉄･その他の生産遺跡･墓･古墳･横穴･祭祀･経塚･社寺･

散布地･その他｣

３－３ 主な時代 各遺跡の主たる時代を記入する｡細別時期･世紀が判明す
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る場合､併記も可｡

３－４ 主な遺構 各遺跡で検出された主な遺構と遺構数を記入する｡

３－５ 主な遺物 各遺跡で検出された主な遺物について記入する｡可能なら

その数量も記入｡

３－６ 特記事項 調査成果､遺跡の性格など､特記すべき項目を記入する｡

３－７ 要約 発掘調査の成果､遺跡の意義等を 500 字程度に要約する｡

全般的注意事項

○ 報告書抄録は、原則として発掘調査報告書作成者が、報告書に記された遺跡・調

査・内容に関する情報と書誌情報を、本様式、書式に従って抄録し、報告書中に掲

載するものとする。

○ 抄録は報告書巻末への掲載を原則とするが、例言や凡例の後、奥付、裏表紙な

どの余白利用でも可とする。本文目次に抄録の掲載頁や位置を明記することが望ま

しい。

○ 所収遺跡数が多い場合は複数頁を使用する。その場合、適宜書式を変更するな

ど極力使用頁数の節約を図る工夫をすること。

○ 追加項目として「調査主体、資料の保管場所、書誌的情報（報告書頁数・版）」な

ど独自に必要項目を加えたり、副書名やｼﾘｰｽﾞ名がない場合は不要項目を削除し

たりしてもよい。ただし報告書の版ｻｲｽﾞにかかわらず、できるだけ記載様式の統一

性を維持するよう努めること。

地方公共団体ｺｰﾄﾞ一覧

群 馬 県（平成１８年１２月１５日現在）

10000 群馬県 371-8570 前橋市大手町１－１－１ 027-223-1111

群馬県市町村（平成１８年１２月１９日現在）団体ｺｰﾄﾞ 団体名

10201 前橋市 10211 安中市 10384 甘楽町 10448 昭和村

10202 高崎市 10212 みどり市 10421 中之条町 10449 みなかみ町

10203 桐生市 10303 富士見村 10424 長野原町 10464 玉村町

10204 伊勢崎市 10344 榛東村 10425 嬬恋村 10521 板倉町

10205 太田市 10345 吉岡町 10426 草津町 10522 明和町

10206 沼田市 10363 吉井町 10427 六合村 10523 千代田町

10207 館林市 10366 上野村 10428 高山村 10524 大泉町

10208 渋川市 10367 神流町 10429 東吾妻町 10525 邑楽町

10209 藤岡市 10382 下仁田町 10443 片品村

10210 富岡市 10383 南牧村 10444 川場村
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報 告 書 抄 録 様 式
ふりがな

書 名

副 書 名

巻 次

ｼﾘｰｽﾞ名

ｼﾘｰｽﾞ番号

編著者名

編集機関

所在地 〒 ＴＥＬ

発行年月日 西暦 年 月 日

ｺｰﾄﾞふりがな

所収遺跡

名

ふりがな

所在地 市 町

村

遺 跡

番号

北緯 東経 調査期

間

調査面

積

㎡

調査原

因

所収遺跡

名

種別 主な時代 主な遺構 主 な 遺

物

特記事項

要 約


